
第１節 大気環境の保全

１ 大気汚染防止対策の推進

� 大気汚染の現況

ア 環境基準及びその評価
大気汚染に係る環境基準については、環

境基本法第１６条第１項の規定に基づき、大
気汚染に係る環境上の条件として、人の健
康を保護する上で維持されることが望まし
い基準として定められたものである。
大気汚染の状況を環境基準に照らして評

価することについて、長期的評価と短期的
評価の２通りの方法が示されており、長期
的評価は、１年間の大気汚染状況を長期的
に監視したうえでなすべきであるとの観点
から定められ、短期的評価は、監視を行っ
た時間又は日につきリアルタイムで環境基
準の達成状況を評価するために定められて
いる。
環境基準及びその評価方法は、資料編３

大気関係資料表大気１に示す。

イ 環境基準の達成状況
平成１５年度は、大分市等の８市２町の計

２９測定局（一般環境大気測定局２７局、自動
車排出ガス測定局２局）で大気汚染の常時
監視を行った。この２９測定局のうち、一般
環境大気測定局１１局、自動車排ガス測定局
２局は大分市が常時監視を行っている。
環境基準の達成率は表２－２－１－１ａ

及び資料編３大気関係資料表大気２に示す
とおりである。
環境基準の評価は光化学オキシダントを

除き、長期的評価で行うこととされており、
二酸化硫黄、二酸化窒素、浮遊粒子状物質、
一酸化炭素については全ての測定局で環境
基準を達成したが、光化学オキシダントに
ついては、１９測定局全てで環境基準を達成
できなかった。

�ア 二酸化硫黄
二酸化硫黄は、主として、石油や石炭

など化石燃料の燃焼に伴い、その中に含
まれる硫黄分が酸化されることにより生
じ、無臭で刺激性のある気体で気管支炎

等の原因となる。
平成１５年度における二酸化硫黄濃度の
測定は、一般環境大気測定局２７測定局に
おいて実施した。
長期的評価及び短期的評価とも２７有効
測定局の全局が環境基準を達成した。
また、二酸化硫黄の大気汚染状況の推
移を、過去１０年間の年平均値の経年変化
で見ると図２－２－１－１ａのとおり、
近年はほぼ横ばいの状況となっている。

図２－２－１－１ａ 二酸化硫黄の年平均値の
経年変化（２７局平均）

�イ 二酸化窒素
窒素酸化物は、一般に、物の燃焼に伴
い、空気中の窒素や燃料中の窒素分が酸
化されて生じ、光化学オキシダントの生
成要因物質の一つでもある。窒素酸化物
は、一酸化窒素と二酸化窒素の混合物で、
特に、二酸化窒素は、気管支炎をはじめ

区 分 測定局数 有 効
測定局数 達成局数 達成率

一般環境大気測定局

二酸化硫黄 ２７（１１） ２７（１１） ２７（１１）１００（１００）

二酸化窒素 ２２（１１） ２２（１１） ２２（１１）１００（１００）

浮遊粒子状物質 ２６（１１） ２６（１１） ２６（１１）１００（１００）

光化学オキシダント １９（１１） １９（１１） ０（０） ０（ ０）

一酸化炭素 １（１） １（１） １（１）１００（１００）

自動車排ガス測定局

二酸化窒素 ２（２） ２（２） ２（２）１００（１００）

一酸化炭素 ２（２） ２（２） ２（２）１００（１００）

浮遊粒子状物質 ２（２） ２（２） ２（２）１００（１００）
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表２－２－１－１ａ 各測定局における環境基
準等達成率（２７局平均）

注）（ ）内の数字は大分市の測定局
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とする呼吸器系の障害を引き起こすこと
が知られている。
平成１５年度における二酸化窒素の測定

は、一般環境大気測定局２２局及び自動車
排出ガス測定局２局において実施した。
一般環境大気測定局については、評価

対象となる有効測定局の全局が環境基準
を達成した。自動車排出ガス測定局につ
いても、環境基準を達成した。
また、二酸化窒素に係る大気汚染状況

の推移を見ると、過去１０年間の年平均値
の経年変化は多少の変動はあるが、総体
的に見て横ばい傾向にある。（図２－２
－１－１ｂ）

図２－２－１－１ｂ 二酸化窒素の年平均値の
経年変化（２２局平均）

�ウ 浮遊粒子状物質
大気中の浮遊粉じんは、石油や石炭の

燃焼、土砂や鉱物などの破砕処理等の人
為的要因のほか、風による土壌の巻き上
げや、黄砂現象等の自然的要因によって
も発生する。
このうち、粒径１０μｍ以下のものを浮

遊粒子状物質といい、環境基準が定めら
れている。これらの粒子は、大気中で沈
降速度が遅くて長期間にわたって大気中
に滞留し、人の気道又は肺胞に沈着して
呼吸器系に悪影響を及ぼす。
平成１５年度における浮遊粒子状物質の

測定は、一般環境大気測定局２６局及び自
動車排ガス測定局２局において実施した。
評価対象となる一般環境大気測定局２６
局について、長期的評価では、全ての測
定局で環境基準を達成している。
なお、短期的評価では、１時間値の環

境基準値を超えた測定局が５局あった。
また、浮遊粒子状物質に係る大気汚染

状況の推移を見ると、過去１０年間の年平
均値の経年変化は、ほぼ横ばいの傾向で
あると言える。（図２－２－１－１ｃ）

図２－２－１－１ｃ 浮遊粒子状物質に係る年
平均値の経年変化（２６局
平均）

�エ 光化学オキシダント
光化学オキシダントは、大気中の窒素
酸化物と炭化水素類などが紫外線の照射
に伴う光化学反応により生成されるオゾ
ンを主体とする酸化性物質で、目や気道
の粘膜を刺激して炎症を引き起こしたり、
植物を枯死させたりする。
平成１５年度における光化学オキシダン
トの測定は、一般環境大気測定局１９局で
実施したが、全ての測定局が環境基準値
を超えた。
また、光化学オキシダントに係る大気
汚染状況の推移を、過去１０年間の年平均
値の経年変化で見ると、ほぼ横ばい傾向
にある。（図２－２－１－１ｄ）

図２－２－１－１ｄ 光化学オキシダントに係
る昼間の年平均値の経年
変化（１９局平均）

�オ 一酸化炭素
一酸化炭素は、燃料の不完全燃焼によ
って発生する無臭の有害な気体で、血液
中のヘモグロビンと強く結合して酸素の
供給を阻害し、めまい等を引き起こす。
症状が重くなると、中枢神経が低酸素状
態に陥り、回復不能の障害を受けること
がある。
平成１５年度における一酸化炭素の測定
は、一般環境大気測定局１局（大分市：
三佐小学校）及び自動車排ガス測定局２
局において行った。
１日平均値の２％除外値は三佐小学校
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で０．７ppm、中央測定局で１．５ppm、宮
崎測定局で１．４ppmであり、長期的評価
でいずれも環境基準を達成した。
短期的評価でも、１時間値の８時間平

均値の環境基準値及び１時間値の１日平
均値の環境基準値を超えず、環境基準を
達成している。

�カ 有害大気汚染物質
有害大気汚染物質のうちベンゼン、ト

リクロロエチレン、テトラクロロエチレ
ン及びジクロロメタンが大気汚染防止法
の指定物質とされ、環境基準が定められ
ている。（資料編３大気関係資料表大気
１）
県では、平成９年度から有害大気汚染

物質モニタリング事業を実施しており、
平成１５年度は県下１１地点で測定した。ベ
ンゼンが大分市の５測定地点中２測定地
点で環境基準を達成していなかった。（資
料編３大気関係資料表大気３）

�キ 炭化水素
炭化水素は、石油系燃料の漏洩や自動

車等の塗料、燃焼の未燃分として排出さ
れ、光化学オキシダントの原因物質の一
つになる。
炭化水素については、中央公害対策審

議会により、光化学的反応性を無視でき
るメタンを除いた非メタン炭化水素につ
いて、光化学オキシダント生成防止のた
めの必要条件として大気中の濃度レベル
指針（午前６時から９時までの非メタン
炭化水素の３時間平均値として、０．２０
ppmCから０．３１ppmCの範囲）が示され
ている。
平成１５年度における炭化水素濃度の測

定は、一般環境測定局３局（敷戸小学校、
三佐小学校、大在小学校）及び自動車排
ガス測定局２局において行った。
一般環境測定局の非メタン炭化水素の

３時間値（午前６時から９時まで）の年
平均値は、最小値が敷戸小学校（大分市）
０．１３ppmC、最大値が三佐小学校（大分
市）０．２１ppmCであった。
また、非メタン炭化水素の大気汚染状

況の推移を過去１０年間の年平均値（午前
６時から９時）の経年変化で見ると、長
期的には減少傾向にある。（図２－２－
１－１ｅ）

図２－２－１－１ｅ 非メタン炭化水素に係る
昼間の年平均値の経年変
化（３局平均）

� 自動車排ガス等の現況

ア 自動車台数の現況
わが国におけるモータリゼーションの進
展は著しいものがあり、自動車に起因する
大気汚染、騒音及び振動は、特に大都市や
幹線道路の周辺地域において深刻な社会問
題になっている。
本県においても、自動車保有台数は図２
－２－１－１ｆのとおり年々増加しており、
平成１５年度末現在、乗用車４１万台、貨物車
７万４千台、軽自動車３４万１千台、その他
の車両３万１千台、合計８５万６千台となっ
ている。

図２－２－１－１ｆ 大分県の自動車保有台数
経年推移

イ 自動車排ガスの現況
自動車排ガス中の汚染物質には、一酸化
炭素、窒素酸化物、炭化水素、粒子状物質
（ディーゼル車の黒煙）などがある。
県下における自動車排ガスの監視測定に
ついては、大分市が市内２ケ所で常時監視
を行っているほか、交通量が比較的多い主
要交差点（別府市．中津市．日田市．佐伯
市．臼杵市．日出町）６ケ所で定期的に調
査を実施している。

�ア 常時監視測定結果

ａ 窒素酸化物
平成１５年度の測定結果は、資料編３
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（平成１０年度は欠測）

大気関係資料表大気４のとおりである。
道路沿道における窒素酸化物に係る

大気汚染の状況の推移を、過去１０年間
の経年変化で見ると、いずれも長期的
には横ばいの傾向にある。（図２－２
－１－１ｇ）

図２－２－１－１ｇ 窒素酸化物の年平均値の
経年変化

ｂ 一酸化炭素
平成１５年度の測定結果は、資料編３

大気関係資料表大気５のとおりである。
一酸化炭素の大気汚染の状況の推移

を、過去１０年間の経年変化で見ると図
２－２－１－１ｈのとおり、やや減少
傾向である。

図２－２－１－１ｈ 一酸化炭素の年平均値の
経年変化

ｃ 浮遊粒子状物質
平成１５年度の測定結果は、資料編３

大気関係資料表大気６のとおりである。

ｄ 炭化水素
平成１５年度の非メタン炭化水素濃度

の測定結果は資料編３大気関係資料表
大気７のとおりである。
午前６時から９時の年間平均値は、

中央測定局が０．３２ppmC、宮崎測定局
が０．２９ppmCであった。
過去１０年間の年平均値の経年変化は、

図２－２－１－１ｉのとおり、やや減
少傾向にある。

図２－２－１－１ｉ 非メタン炭化水素に係る
年平均値（６～９時）の経
年変化

�イ 主要交差点での測定結果
平成１５年度は別府市、中津市、日田市、
佐伯市、臼杵市、日出町のそれぞれ１ケ
所、計６ケ所で気象、一酸化炭素、窒素
酸化物及び浮游粒子状物質の測定を行っ
た。
結果は資料編３大気関係資料表大気８
のとおりである。

� 大気保全対策

ア 環境基準の設定
環境基準は、環境基本法第１６条第１項の
規定に基づき、人の健康を保護し、生活環
境を保全する上で維持することが望ましい
基準として定められている。
大気汚染に係る環境基準は、昭和４４年２
月に硫黄酸化物に係る環境基準が設定され
たのを始めとして、昭和４５年２月に一酸化
炭素、昭和４７年１月に浮遊粒子状物質に係
る環境基準が設定された。
昭和４８年５月には、硫黄酸化物の環境基
準が改定されて二酸化硫黄に係る環境基準
に、さらに昭和４８年６月に二酸化窒素及び
光化学オキシダントに係る環境基準が設定
された。
その後、二酸化窒素については、昭和５３
年７月に環境基準の改定が行われ、さらに、
平成９年４月にベンゼン、トリクロロエチ
レン、テトラクロロエチレンの３物質、平
成１１年１２月にダイオキシン類、平成１３年４
月にジクロロメタンについて環境基準が定
められた。
現行の大気汚染に係る環境基準は、資料
編３大気関係資料表大気１のとおりである。

イ 法律、条例等による規制、指導

�ア 大気汚染防止法による規制
大気汚染防止法は、工場及び事業場の
事業活動に伴って発生するばい煙及び粉
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じんに係る排出規制並びに自動車排出ガ
スに係る許容限度を定めている。ばい煙
及び粉じんに係る規制の概要は、次のと
おりである。

ａ ばい煙の排出規制
ばい煙発生施設は、大気汚染防止法

施行令により、ボイラーや加熱炉など
施設の種類毎に一定の規模要件が定め
られており、平成３年２月のガス機関、
ガソリン機関の追加が最後で、平成１５
年度末現在で、ボイラー等の３２種類と
なっている。
ばい煙発生施設の設置者に対しては、

ばい煙に係る排出基準の遵守及び施設
の設置等の届出の義務が課せられてい
る。

� 硫黄酸化物
硫黄酸化物の排出基準は、施設ご
とにその排出口（煙突）の高さに応
じて許容排出量を定めるＫ値規制方
式がとられており、硫黄酸化物の環
境基準の達成を目標として段階的に
強化されてきた。本県のＫ値は、資
料編３大気関係資料表大気９のとお
り推移してきている。

� ばいじん
ばいじんの排出基準は、ばい煙発

生施設から排出されるばいじんの濃
度について、施設の種類及び規模ご
とに全国一律の基準が設定されてい
る。
この基準は、昭和４６年６月に設定
され、昭和５７年６月にエネルギー情
勢の変化や浮遊粒子状物質対策の推
進を図るため、改定・強化され、ま
た新たに標準酸素ガス濃度でばいじ
ん濃度を補正する方式が導入された。

� 窒素酸化物
窒素酸化物の排出規制は、昭和４８
年８月の大型のばい煙発生施設を対
象とする第１次規制に始まり、昭和
５０年１２月の対象施設の規制強化を内
容とする第２次規制、昭和５２年６月
の対象施設の拡大及び基準強化を内
容とする第３次規制、昭和５４年８月
のほとんどすべての施設を対象にし
た第４次規制、昭和５８年９月の石炭
等固体燃焼ボイラーの基準強化を内
容とする第５次規制まで、段階的に

強化・改定がなされてきた。現在で
は、ほとんどすべての施設について、
施設の種類及び規模ごとに排出基準
が設定されている。

� その他の有害物質
カドミウム及びその化合物、塩素、
塩化水素、ふっ素、ふっ化水素、ふ
っ化珪素、鉛及びその化合物につい
て、施設の種類ごとに全国一律の排
出濃度基準が設定されている。

ｂ 粉じんに係る規制
石綿等による大気汚染を防止するた
め、平成元年１２月に改正が行われ、粉
じんのうち、石綿その他の人の健康に
係る被害を生じるおそれのある物質を
特定粉じんとし、それ以外の粉じんを
一般粉じんとすることとなった。

� 特定粉じん
現在、特定粉じんとして定められ
ている物質は、石綿のみである。石
綿を発生する施設が特定粉じん発生
施設であり、規制基準は、全国一律
に、敷地境界における大気中の石綿
の濃度が１リットルにつき１０本とな
っている。

� 一般粉じん
一般粉じん発生施設には、一定規
模以上の堆積場、コンベア等５種類
が定められている。一般粉じんに係
る規制は、施設の種類ごとに防じん
装置や散水設備の設置、建築物内設
置や薬剤散布を義務付けた設備管理
基準となっている。

ｃ ばい煙発生施設等の届出
大気汚染防止法に基づき、ばい煙発
生施設及び一般・特定粉じん発生施設
の設置者は、施設の設置等について知
事に届出する義務が課されている。な
お、大分市内の工場・事業場について
は、市長に届け出ることになっている。
平成１５年度末におけるばい煙発生施
設及び一般粉じん発生施設の届出状況
は、表２－２－１－１ｂ及び表２－２
－１－１ｃのとおりであり、特定粉じ
ん発生施設については現在まで届出は
ない。
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�イ 生活環境の保全等に関する条例による
規制

ａ 窒素酸化物
平成１２年１２月施行の大分県生活環境

の保全等に関する条例では、大気汚染
防止法が施設の種類や規模に応じた濃
度規制であるのに対し、規制対象工場
等の排ガス量に応じて窒素酸化物の総
量を規制する方式をとっている。

ｂ ばいじん
ばいじんの排出規制についても、大
気汚染防止法では施設の種類や規模に
応じた濃度規制方式であるのに対し、
規制対象工場等の排出ガス量の規模に
応じてばいじんの排出総量を規制して
いる。

ｃ 排煙特定物質
排煙特定物質の規制は、カドミウム
及びその化合物、塩素、塩化水素、ふ
っ素、ふっ化水素及びふっ化珪素、鉛
及び鉛化合物について排出口における
排出量規制を行っている。

ｄ 炭化水素系物質
炭化水素系物質の規制は、ベンゼン、
トリクロロエチレン、テトラクロロエ
チレンについて排出口における排出量
規制を行っている。

�ウ 公害防止協定等による指導
本県においては、最新の防除技術を採
用して極力排出量の削減を図るよう指導
しており、特に排出量の大きい主要企業
については、立地している自治体との３
者間で公害防止協定を締結して、その徹
底を図っている。
現在、締結している公害防止協定のう
ち、大気関係の主な内容は、資料編３大
気関係資料表大気１０のとおりである。
また、大分地域については、昭和４８年
から昭和５０年にかけて実施した風洞実験
を主体とする拡散シミュレーションを基
礎にして、硫黄酸化物の排出許容総量を
定め、これに基づき昭和５２年５月に主要
企業に対して総量の割当てを行い、昭和
５３年４月から指導実施している。

�エ 公害パトロール
工場・事業場における排出基準の遵守
状況、届出履行状況、ばい煙量等の測定
の実施状況等を調査し、企業に対する大
気汚染防止対策の徹底を図るため、公害
パトロールを実施している。

ウ 緊急時対策
大気汚染は、個々のばい煙排出者が排出
基準を遵守している場合であっても、気象
条件等によって著しくその状況が悪化する
ことがある。県では「大分県大気汚染緊急
時等対策実施要綱」を定め、テレメータシ
ステムで常時監視し、被害の未然防止に努

令別表
第１の
項番号

ばい煙発生施設
の種類 施設数

大分市へ
の届出数
（内数）

１ ボイラー １，０１８ ２９９

２ ガス発生炉 ０ ０

３ 焙焼炉、焼結炉 ４ ４

４ 溶鉱炉、転炉 ５ ５

５ 溶解炉 １２ １

６ 金属加熱炉 ２２ １０

７ 石油加熱炉 ５１ ４６

８ 触媒再生炉 １

８－２ 燃焼炉 １ １

９ 焼成炉 ４９ ４

１０ 反応炉、直火炉 ２ ２

１１ 乾燥炉 ８５ ３１

１３ 廃棄物焼却炉 １２０ ３３

１９ 塩素反応施設等 １２ ８

２１ 複合肥料等製造 １ １

２８ コークス炉 ４ ４

２９ ガスタービン ５ ４

３０ ディーゼル機関 ４６ ２５

施設数合計 １，４３７ ４７９

届出工場、事業場数合計 ６６４ １７９

令別表
第２の
項番号

一般粉じん
発生施設の種類 施設数

大分市へ
の届出数
（内数）

１ コークス炉 ４ ４

２ 堆積場 ２０４ １４５

３ ベルトコンベア １，２４４ ７２４

４ 破砕機・摩砕機 ２５５ ６７

５ ふるい １８３ １２８

施設数合計 １，８９０ １，０６８

届出工場、事業場数合計 １２５ ４９

表２－２－１－１ｂ ばい煙発生施設数
（平成１５年度末）

表２－２－１－１ｃ 一般粉じん発生施設数
（平成１５年度末）

備考：電気事業法に係るばい煙発生施設を除く

循環を基調とする地域社会の構築

54 大分県環境白書



めている。
緊急時の発令対象区域は、大分市、別府

市、中津市、日田市、佐伯市、臼杵市、津
久見市、豊後高田市、日出町及び佐賀関町
であり、最近５年間においては、「予報」
の発令はなかった。

エ 監視測定体制の整備

�ア 大気汚染環境監視測定網の整備
大気汚染の測定は、環境基準の適合状

況の把握のほか、一時的な高濃度の出現
等緊急時の把握や、規制効果の確認、各
種開発に伴う事前調査など地域の特性に
応じた大気汚染防止対策を講ずる上で不
可欠である。
このため、県では、関係市町の協力を
得ながら、逐次、大気汚染測定網の拡充、
強化に努めている。平成１５年度末現在の
県内の大気汚染関係測定機器設置状況は、
図２－２－１－１ｊのとおりとなってい
る。

�イ 大気汚染監視テレメータシステム
大気汚染を常時監視し、緊急時等の事

態に迅速に対応するためにはテレメータ
システムが必要であり、本県においては
環境監視及び発生源監視のテレメータシ
ステムを整備している。
環境監視テレメータシステムは、当初、

大分市７局及び佐賀関町１局の計８局の
常時監視のため４６年１月に整備し、その
後、両市町及び別府市について、逐次、
測定局の拡充を図ってきた。６１年度には
大分市に市内の測定局を移管し、現在、
別府市等計８測定局をネットワークする
とともに大分市システム１３局と連結して

いる。
一方、発生源監視テレメータシステム
は、大分地域の主要企業を対象として硫
黄酸化物、窒素酸化物の濃度や排出量を
集中監視するシステムとして、昭和５２年
６月から運用を開始した。中央監視局は、
環境監視テレメータシステムと同様、衛
生環境研究センターに設置している。
大気汚染緊急時が発令された場合、発
令の同時通報を行うことができるほか汚
染物質が指示通り削減されているかどう
かの監視もリアルタイムで行うことがで
きる。

図２－２－１－１ｊ 一般環境大気測定局及び自動車排ガス測定機器設置状況
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オ 自動車排ガス対策
自動車排ガスの規制は、昭和４１年９月の

一酸化炭素の濃度規制に始まったが、昭和
４３年の大気汚染防止法の制定により、その
後、炭化水素、窒素酸化物等が規制項目に
加えられ、逐次規制の強化も図られてきた。
なお、これらの規制は、中央環境審議会の
答申に基づき定められる、道路運送車両法
の「保安基準」により行われている。現在
では、一酸化炭素、炭化水素、窒素酸化物、
粒子状物質、ディーゼル黒煙について、規
制が実施されている。
窒素酸化物の規制は、ガソリン・ＬＰＧ

車に対しては昭和４８年度から、ディーゼル
車に対しては昭和４９年度から開始され、ト
ラック・バスについても順次規制が強化さ
れてきた。昭和５２年１２月の中央公害対策審
議会答申において規制の長期目標値が２段
階に分けて示され、これに基づいて昭和５８
年までにすべての車種に規制が実施された。
また、平成元年１２月の中央公害対策審議会
において、ディーゼル車を中心に２段階の
目標値でさらに規制の強化がなされた。平
成９年１１月の中央環境審議会の二次答申で
ガソリン・ＬＰＧ車に対して、平成１０年１２
月の第３次答申ではディーゼル車に対して
規制が強化されている。窒素酸化物の自動
車排ガス規制については、未規制時に比べ
て８０％以上の削減となっている。
粒子状物質（ＰＭ）については、平成元

年の中央公害対策審議会の答申において初
めて、ディーゼル車を中心に規制が導入さ
れ、未規制時の６割以上の低減が図られた。
平成１０年１２月の中央環境審議会の第３次答
申では、ディーゼル車に対する排出ガス規
制がさらに強化され、平成１４～１６年に３割
の低減を行い、平成１９年には、平成１４～１６
年の基準のさらに２分の１に低減する目標
が設定された。平成１２年１１月の第４次答申
において、平成１９年までとされた目標は２
年前倒しされ、平成１７年までに達成するこ
ととなった。また、平成１４年４月の第５次
答申では、平成１７年以降に販売されるディ
ーゼル車の規制について、粒子状物質排出
量を平成１４～１６年度に導入される基準より
７５％以上削減することが決められた。
一酸化炭素及び炭化水素についても、未

規制時に比べ９０％以上の排出量の削減が実
施されている。このほか、ディーゼル車の
黒煙についても、昭和４７年度から汚染度
５０％以下の規制が実施されており、平成元
年１２月の中央公害対策審議会の答申は、現
状レベルの６割以上の削減を図ることとな

った。
なお、大気汚染防止法に基づき、知事及
び政令市の長は、道路周辺の環境濃度の測
定を行い、そのレベルが一定の限度を超え
た場合、県公安委員会に対し交通規制等の
要請を行うとともに、必要に応じ、道路管
理者等に対して道路構造の改善等について
意見を述べることができることとなってい
る。

カ 交通管制システムの整備拡充と効果
交通管制センターでは、交通管制システ
ム機器の整備拡充により、車両感知器、テ
レビカメラ等によって収集した交通情報を
基に交通信号機をより効果的に運用すると
ともに、道路交通情報通信システム（ＶＩ
ＣＳ）、フリーパターン式交通情報板、ラ
ジオ放送、電話・ＦＡＸ等を通じて、交通
情報をドライバーに提供することで交通の
分散誘導を図るなど、交通流の総合的な管
理を行っている。

キ 交通規制

�ア 幹線道路における交通流の整序化
幹線道路については、幹線機能の向上
を図るため、速度規制及び駐車規制の見
直し、信号機の改良、系統化さらには中
央分離帯の開口部の閉鎖、右折レーンの
設置等により、安全で円滑な交通流の確
保に務めている。

�イ 生活ゾーン等における交通公害防止対
策
住宅地域、学校周辺、商業地域等の安
全で快適な生活環境を確保するため、通
過交通の排除を目的とした交通規制と交
通弱者保護対策として安心歩行エリア対
策を実施している。

� 環境放射能監視の現況
環境中には、様々な形で放射性物質や放射

線が存在し、我々は常にこれら環境放射能の
中で生活している。呼吸あるいは飲食に伴っ
て取り込んだ放射性物質によって体内から放
射線を受け、また、宇宙や大地など体外から
も放射線等を受けているが、通常の放射能レ
ベルであれば、健康上まったく問題はない。
反面、原子力の平和利用の拡大等に伴い、
環境中の放射能を監視する必要性が高まり、
国は、監視網の整備に努めている。
本県では、昭和６２年１２月に科学技術庁から

の委託を受け、昭和６３年度から本格的に環境
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放射能の監視を始め、空間線量率の測定と環
境試料中の放射能の測定を行っている。

ア 空間線量率の現況
空間線量率の測定は、空間における放射

能の量を調べるもので、ＮａＩ（Ｔｌ）シ
ンチレーション検出器により行っている。
調査地点を固定し、連続測定を行うモニタ
リングポストと運搬可能な計測器であるサ
ーベイメータにより測定している。モニタ
リングポストは、大分市（衛生環境研究セ
ンター）に設置しており、年間の空間線量
率は表２－２－１－１ｄのとおりである。
一方、サーベイメータによる測定は、佐賀
関町で月に１回実施しており、モニタリン
グポスト同様に異常は認められなかった。

イ 環境試料中の放射能の現況
環境試料中の放射能は、雨水に含まれる

全ベータ放射能測定と各種環境試料中の核
種分析（セシウム１３７）を行っている。

�ア 全ベータ放射能調査
降雨ごとの雨水に含まれる全ベータ放

射能をＧＭベータ線自動測定装置により
測定している。大分市（衛生環境研究セ
ンター）で１㎜以上の降水量のあった年
間９０検体の測定結果は、表２－２－１－
１ｅのとおりで、異常は認められなかっ
た。

�イ 各種環境試料中の核種分析
大気浮遊じん、降下物、上水、牛乳、
日常食、野菜類、精米及び土壌の環境試
料中に含まれる放射能をゲルマニウム半
導体検出器により、セシウム１３７を人工
放射能の指標として測定している。日常
食及び土壌を除いて検出されなかった。
（表２－２－１－１ｆ）

測定年月
モニタリングポスト
大分市（nGy/h）

サーベイメータ
佐賀関町
（nGy/h）最低値 最高値 平均値

平成１５年４月 ４４ ５９ ４６ ９６

５月 ４４ ６３ ４５ １０４

６月 ４４ ６２ ４６ ９８

７月 ４５ ６９ ４６ ９６

８月 ４３ ６６ ４５ ９７

９月 ４３ ５５ ４４ ９９

１０月 ４２ ５８ ４４ １０３

１１月 ４２ ６３ ４５ １０３

１２月 ４３ ５５ ４５ １０３

平成１６年１月 ４３ ５９ ４５ １０２

２月 ４３ ６８ ４５ １０４

３月 ４３ ５７ ４５ １００

年 間 値 ４２ ６９ ４５ ９６～１０４

採取年月
測定

回数

降雨量

（㎜）

放射能濃度
（６時間値） 月 間

降下量
（ＭＢｑ／�）最低値

（Ｂｑ／�）
最高値
（Ｂｑ／�）

平成１５年４月 １０ １２９．５ ＮＤ ５．９ ６０

５月 １１ ３２７．５ ＮＤ １．３ ５１

６月 １２ ２０６．５ ＮＤ ２．６ ３９

７月 １０ ２８６．０ ＮＤ １．０ ６

８月 １１ ３９８．５ ＮＤ ＮＤ ＮＤ

９月 ６ ２０２．５ ＮＤ ２．２ ４７

１０月 ４ ６６．５ ＮＤ ５．９ ２２

１１月 １０ １９５．０ ＮＤ ４．５ １３９

１２月 ３ ２６．５ ＮＤ ＮＤ ＮＤ

平成１６年１月 １ ３７．０ ＮＤ ＮＤ ＮＤ

２月 ２ ２８．０ ＮＤ ＮＤ ＮＤ

３月 １０ ９６．０ ＮＤ １．１ ４５

計 ９０ １９９９．５ － － －

年 間 値 － － ＮＤ ５．９ １３９

試料名 試料数 採取場所 単 位 核種名
Ｃｓ－１３７

大気浮遊じん ４ 大分市 ｍＢｑ／� ＮＤ

降 下 物 １２ 大分市 ｍＢｑ／� ＮＤ

上 水 １ 大分市 ＭＢｑ／� ＮＤ

土壌
（０～５㎝） １ 久住町 Ｂｑ／㎏・乾土 ６０

（５～２０㎝） １ 久住町 Ｂｑ／㎏・乾土 １４

精 米 １ 宇佐市 Ｂｑ／㎏・精米 ＮＤ

野 菜 類 ２ 宇佐市 Ｂｑ／㎏・生 ＮＤ

牛 乳 １ 久住町 Ｂｑ／� ＮＤ

日 常 食 ２ 大分市 Ｂｑ／人・日 ０．０３０

表２－２－１－１ｅ 雨水の全ベータ放射能

表２－２－１－１ｄ 空間線量率

備考� Ｂｑ：一秒間あたりの放射性核種の崩壊数
� ＮＤ：検出されない

表２－２－１－１ｆ 環境試料中の放射能

備考� nGy/h：１時間あたりのγ線の照射エネルギー量
� １５年度から測定方法を変更した。
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２ 騒音・振動防止対策の推進

� 騒音・振動の現状・課題
騒音・振動の苦情件数は、公害苦情件数の

中で比較的高い割合を占めている。
平成１５年度の騒音の苦情件数は、例年並み
の１２９件で、発生源別では、工場・事業場に
よるものが５３％と最も多くなっている。（資
料編５騒音・振動・悪臭・交通公害関係資料
表騒音１１）
また、振動の苦情件数は、１１件であった。

（資料編５騒音・振動・悪臭・交通公害関係
資料表振動１２）

図２－２－１－２ａ 騒音苦情件数の推移

騒音に係る環境基準は、環境基本法第１６条
第１項に基づき、一般地域と道路に面する地
域について定められている。このうち、地域
の類型及び時間の区分は都道府県知事が行う
こととなっており、現在１８市町で指定を行っ
ている。（資料編５騒音・振動・悪臭・交通
公害関係資料表騒音１，５）未指定の市町村に
ついては、必要に応じて地域の実態調査を行
うとともに類型指定を行うこととしている。
平成１５年度の一般地域における騒音の環境

基準の達成状況は、８６％であった。（資料編
５騒音・振動・悪臭・交通公害関係資料表騒
音１３）
また、県下主要道路における自動車騒音の

調査結果は、全測定点１０１地点のうち、昼間、
夜間の両時間区分で環境基準を達成したのは
６９地点で達成率は６８％であった。（資料編５
騒音・振動・悪臭・交通公害関係資料表騒音
１４）

� 騒音・振動対策
騒音規制法及び振動規制法に基づき、県知

事（大分市にあっては市長）が、騒音・振動
を防止することにより生活環境を保全すべき
地域を指定している。この指定地域内にあっ
て、金属加工機械等の政令で定める特定施設
を設置している工場・事業場（以下「特定工
場等」という。）と、くい打ち作業等の政令で
定める特定建設作業を伴う建設工事が規制の
対象となっており、市町村が指導を行ってい
る。
平成１５年度末における県内の騒音規制法に
係る特定施設総数は１１，２０９、特定工場等総数
は１，４０５（資料編５騒音・振動・悪臭・交通
公害関係資料表騒音６）、振動規制法に係る
特定施設総数は４，０５５、特定工場等総数は６０８
（資料編５騒音・振動・悪臭・交通公害関係
資料表振動９）であった。
地域の指定が行われている市町村数は、騒
音が３９市町村、振動が２４市町である。（大分
市含む。資料編５騒音・振動・悪臭・交通公
害関係資料表騒音５）
なお、カラオケ騒音等の風俗営業及び深夜
飲食店営業等に係る騒音については、「風俗
営業等の規制及び業務の適正化等に関する法
律」により、音量規制等の対策が講じられて
いる。
自動車騒音及び道路交通振動については、
自動車単体の構造の改善による騒音の低減等
の発生源対策、交通流体策、道路構造対策、
沿道対策等の様々な対策が国によって推進さ
れており、自動車単体から発生する騒音対策
としては、加速走行騒音、定常走行騒音、近
接排気騒音について規制がなされている。
また、県においても、騒音規制法第１８条に
基づき、自動車騒音の常時監視を実施し、環
境基準の達成状況の把握に努めている。さら
に、市町村長は、自動車騒音や道路交通振動
のレベルが、総理府令で定める一定の限度を
超過し、周辺の生活環境が著しく損なわれて
いると認めるときは、県公安委員会に対し道
路交通法の規定による措置を、または（振動
の場合のみ）道路管理者に対し所要の措置を
執るべきことを要請できることとされており、
市町村では、適宜調査を実施し、実態把握に
努めている。

� 航空機騒音の現状と対策
大分空港は、昭和４６年１０月に滑走路２，０００

�で供用開始し、その後昭和５７年１２月に２，５００
�に延長され、さらに昭和６３年１０月に３，０００
�に延長され、今日に至っている。
同空港は、海上空港であり、離着陸の飛行

調査地点
総 数

環 境 基 準 適 合 数

昼 間 夜 間 通 日

１０１ ７７ ７１ ６９

達成率（％） ７６ ７０ ６８

表２－２－１－２ｂ 自動車騒音に係る環境基
準の達成状況
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コースもすべて海上にあり、しかも、空港周
辺では、年間を通じて陸側から海側に向かっ
て吹く風が多いことなど、航空機騒音対策上、
立地条件に恵まれている。
航空機騒音については、航空機騒音に係る

環境基準が定められており、知事が類型指定
を行うこととされている。県では、昭和６０年
３月１５日に、武蔵町及び安岐町の大分空港周
辺地域について類型指定を行った。
航空機騒音の平成１５年度調査結果では、全

調査地点で航空機騒音に係る環境基準を達成
していた。（資料編５騒音・振動・悪臭・交
通公害関係資料表騒音２，１５）
航空機騒音対策として、次に掲げる事項な

ど様々な対策を総合的に推進する必要がある。

ア 発生源対策
航空機騒音の発生源対策としては、低騒

音型機の導入や、離着陸時の騒音を軽減さ
せる運航方式の実施などがある。また、一
定の基準以上の騒音を発生する航空機の運
航を禁止する耐空証明（旧騒音基準適合証
明）制度により、昭和５３年に強化された騒
音基準に適合しない航空機の運航について
は、平成１４年４月１日以降禁止することと
された。

イ 土地利用の適正化
国土利用計画法に基づく国土利用計画は、

武蔵町、安岐町とも既に策定されており同
計画の適切な運用等により、土地利用の適
正化を積極的に推進するとともに、空港周
辺の緑化等に努める必要がある。

ウ 障害防止対策
「公共用飛行場周辺における航空機騒音

による障害の防止等に関する法律」に基づ
き、概ねＷＥＣＰＮＬ７５以上の騒音影響が
及ぶ地域を第１種区域として指定し、住宅
の防音工事を希望する住民に対し助成措置
を講じている。
大分空港については、昭和５２年９月の告
示で第１種区域の指定が行われ、その後昭
和５４年に対象区域が拡大されており、地域
内の告示日前住宅については、昭和５２年度
から５６年度にかけて、告示日後住宅につい
ては平成４年度に、防音工事を実施し、既
に区域内の８１戸の住宅全てが完了している。

３ 悪臭防止対策の推進

� 悪臭の現状・課題
悪臭公害は、大気汚染、水質汚濁等の公害
と異なり、嗅覚という人の感覚に知覚される
ものであり、その感知の程度は各人の嗜好、
体調などにも影響され、さらに発生源も多種
多様であることから、毎年多数の苦情が寄せ
られている。
平成１５年度の悪臭苦情件数は、１８５件であ
り、発生源別では「野外焼却」が３５％を占め
ており、「サービス業・その他」、「畜産農
業」と続いている。（資料編５騒音・振動・
悪臭・交通公害関係資料表悪臭１６）

図２－２－１－３ａ 悪臭苦情件数の推移

� 悪臭対策
悪臭防止法に基づき、工場・事業場から排
出される悪臭物質の規制等が実施されている。
県知事（大分市にあっては、市長）は、規制
地域の指定及び規制基準の設定を行っており、
現在１１市（大分市を含む。）に地域の指定が行
われている。また、市長は指定地域内の悪臭
発生工場・事業場に対し指導を実施している。
未指定町村については、今後必要に応じ指定
を行うこととしている。
同法に定める悪臭物質の種類及び規制基準
の範囲は６段階臭気強度表示法の２．５～３．５に
対応しているが、県内では、臭気強度２．５で
規制基準を設定している。（資料編５騒音・
振動・悪臭・交通公害関係資料表悪臭１７）
悪臭物質の２２項目については、工場・事業
場の敷地境界線の地表において規制するとと
もに、特にアンモニア等１３項目については排
出口においても規制している。
なお、別府市においては、温泉地域という
特性を考慮し、硫化水素を規制対象物質から
除外している。（資料編５騒音・振動・悪臭
・交通公害関係資料表悪臭１９）
また、平成１３年度に環境省が実施した「か
おり風景１００選」において、県からは４地点
（６市町）が特に優れたかおり環境として選
定され（資料編５騒音・振動・悪臭・交通公

循環を基調とする地域社会の構築

大分県環境白書 59



0

20

40

60

80

100

120 その他 
水質汚濁,悪臭,害虫 
悪臭,害虫 
水質汚濁,害虫 
水質汚濁,悪臭 
害虫発生 
悪　臭 
水質汚濁 

15141312111098765432H1636261

件数 

年度 

害関係資料表悪臭１８）、平成１５年度には別府
市において「２００３かおり環境フォーラムｉｎ
別府」を開催した。

� 畜産環境保全の現状と対策

ア 畜産による環境問題の発生状況
混住化の進展、飼養規模の拡大、住民の

環境意識の高まり等を背景として、畜産に
起因する水質汚濁、悪臭発生、害虫発生等
の環境問題が発生している。このため、環
境に対する負荷を軽減するとともに、資源
の有効活用を図るとの観点から、家畜排せ
つ物を適正に管理し、堆肥として土づくり
に積極的に活用するなど、その資源として
の有効利用を一層促進する必要がある。
畜産環境問題による苦情発生の実態につ

いては、「バイオマス利活用フロンティア
推進事業」により毎年調査を実施しており、
平成１５年度においては、５２件の問題が発生
している。発生状況（図１）は、内容別（図
２）では、「悪臭発生」によるものが他の
環 境 問 題 と の 複 合 発 生 を 併 せ３２件
（６１．５％）と最も多く、次いで「水質汚濁」
関連が２４件（４６．２％）となっている。また、
畜種別では、図１に示すとおり乳用牛に起
因するものが１５件（２８．８％）、肉用牛に起
因するものが１３件（２５．０％）となっており、
以下、豚（９件）、採卵鶏（７件）、ブロイ
ラー（６件）、その他（２件）となってい
る。

図－１ 畜種別苦情発生状況

図－２ 内容別苦情発生状況

イ 畜産環境保全対策

�ア 畜産環境保全の基本方針
畜産に起因する環境問題を解消し、畜
産経営の健全かつ安定的な発展を図るた
め、「家畜排せつ物の管理の適正化及び
利用の促進に関する法律」（以下「家畜排
せつ物法」）に基づき、以下の環境保全対
策を推進する。

�家畜排せつ物の管理の適正化を図るため
「家畜排せつ物法」に規定された家畜排
せつ物の管理基準（処理保管施設の構造
・管理方法）に従い畜産農家へ指導・助
言を実施する。
�家畜排せつ物の利用の促進を図るため、
国が定めた基本方針の内容に即した「家
畜排せつ物の利用の促進を図るための県
計画」（①家畜排せつ物の利用の目標、②
処理施設整備に関する目標、③利用の促
進に関する技術研修等、以下「県計画」）
に基づき、野積み・素掘りの解消に向け
た施設整備を重点的に実施すると共に、
畜産と耕種の連携による堆肥の流通利用
促進を図る。

�イ 畜産環境保全のための具体的な施策
今後、さらに経営規模の拡大が予想さ
れることから、「大分県環境保全型畜産
確立基本方針」に基づき設置している県
および地域畜産環境保全推進指導協議会
の活動を一層強化し、管理基準に基づく
指導・助言、実態調査を実施するととも
に、平成１１年度より新設された畜産環境
アドバイザー制度を活用し適正処理につ
いての技術の普及・啓発を行うこととし
ている。
一方、家畜排せつ物処理施設等の整備
については、畜産関係団体等の協力の下
に「県計画」に沿って整備することとし、
既存の補助事業（バイオマス利活用フロ
ンティア整備事業、家畜排せつ物処理施
設整備事業）や畜産環境整備リース事業
等を積極的に活用する。
また、家畜排せつ物の堆肥化による「土
づくり」を円滑に推進するため、「大分
県有機質資材生産者協議会」を中心に堆
肥の品質向上を図るとともに広域流通体
制の整備を推進する。
なお、畜産環境保全対策の推進指導体
制は資料編５騒音・振動・悪臭・交通公
害関係資料図悪臭２０，２１に示したとおり
である。
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第２節 水環境の保全

１ 水質汚濁防止対策の推進

� 水質の現況

ア 公共用水域

�ア 公共用水域の環境基準の達成状況

ａ 健康項目
平成１５年度における人の健康の保護

に関する項目（健康項目）については、
４８水域１０５地点において調査し、資料
編４水質関係資料表水質１のとおり３
河川４地点で環境基準を達成できなか
った。朝見川（別府市）と町田川（九
重町）においては上流域における地質
に由来する自然的なものであり、八坂
川（杵築市）２地点においては上流域
にある休廃止鉱山の坑内水等が原因と
みられるが、いずれも利水上の影響に
ついては、特に問題ないと考えられる。
なお、その他の項目については、すべ
て環境基準を達成した。

ｂ 生活環境項目等
平成１５年度における生活環境の保全

に関する項目（生活環境項目）につい
ては、５４河川１０６地点、２湖沼５地点、
８海域５６地点で調査し、水質汚濁の代
表的な指標であるＢＯＤ又はＣＯＤに
ついての環境基準の達成状況は、資料
編４水質関係資料表水質２のとおりで、
河川が９４．４％、海域が７１．４％の達成率
であった。また、環境基準達成率の推
移は、表２－２－２－１－１のとおり
である。（資料編４水質関係資料表水
質３参照）
達成しなかった水域は、河川では中
川（Ｂ類型）及び寄藻川（Ａ類型）の
２水域、海域が豊前地先、響灘及び周
防灘、国東半島地先、別府湾中央、臼
杵湾並びに津久見湾の６水域（いずれ
もＡ類型）で、海域については、昨年
度と比べて若干改善されているものの、
依然として窒素及びりんの流入による
富栄養化により赤潮の発生がみられる。
また、全窒素及び全燐に係る環境基
準の類型指定は、８水域で行っており、
環境基準の達成率は昨年同様１００％で
あり、環境基準達成率の推移は、資料
編４水質関係資料表水質４のとおりで
ある。

水 域 類 型 基準値
（㎎／�） ６年度 ７年度 ８年度 ９年度 １０年度 １１年度 １２年度 １３年度 １４年度 １５年度

河川

（ＢＯＤ）

ＡＡ １ ３／３ ３／３ ２／３ ３／３ ３／３ ３／３ ３／３ ３／３ ３／３ ３／３

Ａ ２ １５／２０ １９／２０ ２１／２１ ２０／２１ １９／２１ ２２／２２ ２１／２２ ２２／２２ ２２／２２ ２１／２２

Ｂ ３ ４／４ ４／４ ６／６ ６／６ ６／６ ６／８ ７／８ ８／８ ７／８ ７／８

Ｃ ５ １／１ １／１ ２／２ ２／２ ２／２ ２／２ ２／２ ２／２ ２／２ ２／２

Ｄ ８ － － － － － － － － － －

Ｅ １０ ３／４ ３／４ ０／１ １／１ １／１ １／１ １／１ １／１ １／１ １／１

合 計 － ２６／３２ ３０／３２ ３１／３３ ３２／３３ ３１／３３ ３４／３６ ３４／３６ ３６／３６ ３５／３６ ３４／３６

達成率
－

８１．３ ９３．８ ９３．９ ９７．０ ９３．９ ９４．４ ９４．４ １００ ９７．２ ９４．４

（％） （６７．９）（７２．３）（７３．６）（８０．９）（８１．０）（８１．５）（８２．４）（８１．５）（８５．１）（８７．４）

海域

（ＣＯＤ）

Ａ ２ ３／８ １／８ ３／８ ３／８ ３／９ ５／１０ ４／１０ ２／１０ ４／１０ ４／１０

Ｂ ３ ５／５ ４／５ ５／５ ５／５ ４／５ ７／７ ７／７ ７／７ ６／７ ７／７

Ｃ ８ ４／４ ４／４ ４／４ ４／４ ４／４ ４／４ ４／４ ４／４ ４／４ ４／４

合 計 － １２／１７ ９／１７ １２／１７ １２／１７ １１／１８ １６／２１ １５／２１ １３／２１ １４／２１ １５／２１

達成率
－

７０．６ ５２．９ ７０．６ ７０．６ ６１．１ ７６．２ ７１．４ ６１．９ ６６．７ ７１．４

（％） （７９．２）（７８．６）（８１．１）（７４．９）（７３．６）（７４．５）（７５．３）（７９．３）（７６．９）（７６．２）

表２－２－２－１－１ 生活環境項目（ＢＯＤ、ＣＯＤ）の環境基準達成率の推移

備考１ 分母は環境基準類型指定水域数、分子は環境基準達成水域数を示す。
２ 達成率は、環境基準達成水域数÷環境基準類型指定水域数×１００（％）
３ 達成率の（ ）内は、全国の公共用水域集計結果（環境省調べ）による。
４ 環境基準の評価は、７５％水質値により行い、当該水域内のすべての環境基準点におけるその値が環境基準値以下
の場合に「達成」とした。
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�イ 水域別の概況

ａ 河川

� 山国川水系
山国川は一級河川であり、山移川

等３２の支川を合し、中津川を分派し
て周防灘に流入している。流域には
特に大きな汚濁源はなく、生活排水
が汚濁の主体となっている。
環境基準の指定状況は資料編４水

質関係資料表水質５のとおりで、平
成１５年度の水質をＢＯＤの７５％水質
値についてみると、いずれも環境基
準を達成している。
また、ＢＯＤの年平均値の推移は、

ほぼ横ばい状態であり、概ね良好で
ある。（図２－２－２－１－１ａ）

図２－２－２－１－１ａ 山国川水系ＢＯＤ年平均
値経年変化

� 県北河川
犬丸川、伊呂波川、駅館川、寄藻
川、桂川は、いずれも周防灘（豊前
地先）に流入する二級河川である。
これらの流域に特に大きな汚濁源は
なく、いずれも生活排水が汚濁の主
体となっている。
環境基準の指定状況は資料編４水
質関係資料表水質５のとおりで、平
成１５年度の水質ＢＯＤの７５％水質値
についてみると、寄藻川を除いて環
境基準を達成している。
また、ＢＯＤの年平均値の推移は、
駅館川を除き、ほぼ横ばいである。
（図２－２－２－１－１ｂ）

図２－２－２－１－１ｂ 県北河川ＢＯＤ年平均値
経年変化
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� 国東半島東部河川
伊美川は国東半島北部から、田深

川、武蔵川及び安岐川は半島東部か
ら国東半島地先海域に流入する二級
河川である。これらの河川の流域に
は特に大きな汚濁源はなく、生活排
水が汚濁の主体となっており、環境
基準の類型指定は設定されていない
が、水質の状況を把握するため昭和
６１年度から調査を実施している。
平成１５年度の水質をＢＯＤの７５％

水質値についてみると、安岐川が横
ばいで、その他は前年度より下がっ
ている。ＢＯＤの年平均値の推移は
いずれの河川も前年度より下がって
おり、良好な状況にある。（図２－
２－２－１－１ｃ）

図２－２－２－１－１ｃ 国東半島東部河川ＢＯＤ
年平均値経年変化

� 別杵速見地域河川
八坂川は立石川等４支川を合して
別府湾（守江港）に流入する二級河
川であり、朝見川は３支川を合し、
別府市南部の市街地を貫流して別府
湾に流入している二級河川である。
両河川の流域には特に大きな汚濁源
はなく、生活排水が汚濁の主体とな
っている。
環境基準の指定状況は資料編４水
質関係資料表水質５のとおりで、平
成１５年度の水質をＢＯＤの７５％水質
値についてみると、いずれも環境基
準を達成している。
また、ＢＯＤの年平均値の推移は、
概ね横ばいである。（図２－２－２
－１－１ｄ）

図２－２－２－１－１ｄ 八坂川・朝見川ＢＯＤ年
平均値経年変化
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� 大分川水系
大分川は、本県を代表する一級河

川で、賀来川、阿蘇野川、芹川のほ
か、七瀬川等４５の支川を合し、裏川
を分派して別府湾に流入している。
上流域には温泉観光地の湯布院町が
あり、下流の大分市内には食料品、
機械器具等の製造業が立地している
が、流域人口が多い中流域の生活排
水が汚濁の主体となっている。
環境基準の指定状況は資料編４水

質関係資料表水質５のとおりで、平
成１５年度の水質をＢＯＤの７５％水質
値についてみると、大分川本川は上
流、中流、下流いずれも環境基準を
達成している。
また、ＢＯＤの年平均値の推移は、

概ね横ばいである。（図２－２－２
－１－１ｅ）

図２－２－２－１－１ｅ 大分川水系ＢＯＤ年平均
値経年変化

� 大野川水系
大野川は、本県の中央部を貫流す

る代表的な一級河川であり、玉来川、
稲葉川、緒方川、三重川等１２８の支
川を合し、乙津川を分派して別府湾
に流入している。上流域には特に大
きな汚濁源はなく、生活排水、畜産
排水が汚濁の主体であるが、下流域
には化学、機械器具等の大規模企業
が立地し、産業排水が汚濁の主体と
なっている。
環境基準の指定状況は資料編４水

質関係資料表水質５のとおりで、平
成１５年度の水質をＢＯＤの７５％水質
値についてみると、環境基準を達成
している。
また、ＢＯＤの年平均値の推移は、

概ね横ばいである。（図２－２－２
－１－１ｆ）

図２－２－２－１－１ｆ 大野川水系ＢＯＤ年平均
値経年変化

� 大分市内河川
住吉川、祓川及び丹生川は、いず
れも大分市内を貫流し、別府湾に流
入する二級河川である。これら河川
の流域には、特に大きな汚濁源はな
いが、流域人口が比較的多く、生活
排水が汚濁の主体となっている。
環境基準の指定状況は資料編４水
質関係資料表水質５のとおりで、平
成１５年度の水質をＢＯＤの７５％水質
値についてみると、いずれの河川も
環境基準を達成している。
また、ＢＯＤの年平均値の推移は、
概ね横ばいか改善傾向にある。（図
２－２－２－１－１ｇ）
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図２－２－２－１－１ｇ 大分市内河川ＢＯＤ年平
均値経年変化

� 臼杵市内河川
臼杵川は、中臼杵川等８支川を合

し、臼杵市を貫流して、河口部では
末広川、熊崎川と合流し臼杵湾に流
入する二級河川である。下流域には
食料品等の製造業が立地しているが、
特に大きな汚濁源はなく、生活排水
が汚濁の主体である。
環境基準の指定状況は資料編４水

質関係資料表水質５のとおりで、平
成１５年度の水質をＢＯＤの７５％水質
値についてみると、環境基準を達成
している。
また、ＢＯＤの年平均値の推移は、

良好な状態が続いている。（図２－
２－２－１－１ｈ）

図２－２－２－１－１ｈ 臼杵市内河川ＢＯＤ年平
均値経年変化

� 番匠川水系
番匠川は、県南部を貫流する一級
河川であり、堅田川、木立川等４８の
支川を合し、中川、中江川を分派し
て佐伯湾に流入している。これら河
川の流域には特に大きな汚濁源はな
く、生活排水が汚濁の主体となって
いる。
環境基準の指定状況は資料編４水
質関係資料表水質５のとおりで、平
成１５年度の水質をＢＯＤの７５％水質
値についてみると、中川を除いて環
境基準を達成している。
また、ＢＯＤの年平均値の推移は、
中川が上昇傾向にあるものの、他の
河川は良好な状態が続いている。（図
２－２－２－１－１ｉ）

図２－２－２－１－１ｉ 番匠川水系ＢＯＤ年平均
値経年変化
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� 筑後川水系
筑後川は、九州を代表する一級河

川であり、県内の支川は津江川、玖
珠川等７０あり、日田市の夜明ダム下
流で福岡県に至り、有明海に流入し
ている。これら河川の流域には大き
な汚濁源はなく、生活排水が汚濁の
主体となっている。
環境基準の指定状況は資料編４水

質関係資料表水質５のとおりで、平
成１５年度の水質をＢＯＤの７５％水質
値についてみると環境基準を達成し
ている。
また、ＢＯＤの年平均値の推移は、

概ね良好な状態が続いている。（図
２－２－２－１－１ｊ）

図２－２－２－１－１ｊ 筑後川水系ＢＯＤ年平均
値経年変化

循環を基調とする地域社会の構築

66 大分県環境白書



ｂ 湖沼
湖沼については、国土交通省直轄の

下筌ダム貯水池、松原ダム貯水池、耶
馬渓ダム貯水池や、県管理の芹川ダム
貯水池、北川ダム貯水池等がある。
環境基準の指定状況は資料編４水質

関係資料表水質５のとおりであり、平
成５年８月の水質汚濁防止法改正によ
り、窒素と燐の排水基準が瀬戸内海、
有明海、入津湾及びこれに流入する区
域に一律に適用されており、北川ダム
貯水池以外の県内の２１の湖沼が対象と
なっている。
芹川ダム貯水池は大分川水系の芹川

にあり、北川ダム貯水池は五ヶ瀬川水
系の北川にある。両ダム貯水池のＣＯ
Ｄの年平均値の推移は、芹川ダムの２
地点では前年度と比較して悪化してい
るものの、他は概ね良好である。（図
２－２－２－１－１ｋ）

図２－２－２－１－１ｋ 芹川ダム・北川ダムＣＯＤ
年平均値経年変化

ｃ 海域

� 周防灘
周防灘は、中津市から香々地町ま
での地先海域で、これらの市町のほ
か山国川、駅館川等を通じて内陸部
からも生活排水、産業排水が流入し
ている。
近年、輸送用機械、電気機械関係
等の製造業が立地しているが大規模
な汚濁源はなく、生活排水による汚
濁負荷量も少ない。浅海域で潮流は
微弱であり海水の交換が緩慢で、水
質はやや汚濁された状態が続いてい
る。
環境基準の指定状況は資料編４水
質関係資料表水質５のとおりであり、
平成１５年度の水質をＣＯＤの７５％水
質値についてみると豊前地先、響灘
及び周防灘ともに環境基準を達成し
ていない。 また、ＣＯＤの年平均
値の推移は、概ね横ばいである。（図
２－２－２－１－１ｌ）

図２－２－２－１－１ｌ 周防灘ＣＯＤ年平均値経
年変化
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� 国東半島地先水域
国東半島地先水域は、国見町から

安岐町までの地先海域で、大分空港
周辺にはＩＣ関係の先端技術産業が
立地しているが、大規模な汚濁源は
なく、陸域からの汚濁の流入は、生
活排水が主体で汚濁負荷量は比較的
少ない。
環境基準の指定状況は資料編４水

質関係資料表水質５のとおりであり、
平成１５年度の水質をＣＯＤの７５％水
質値についてみると環境基準を達成
していない。
また、ＣＯＤの年平均値の推移は、

概ね横ばいである。（図２－２－２
－１－１ｍ）

図２－２－２－１－１ｍ 国東半島地先ＣＯＤ年平
均値経年変化

� 別府湾
別府湾は、湾口の幅が２０㎞、奥行
きが２５㎞で、湾口部の水深は５０ｍで
あるのに対し、湾奥部の高崎山前面
付近では７０ｍと深くなっており、湾
奥部の潮流が微弱で特に停滞性が強
い。
別府湾には、沿岸の大分市、別府

市をはじめとする市町のほか、大野
川等の河川を通じて内陸部の市町村
からも生活排水、産業排水等が流入
しており、流域人口は県人口の６０％
以上を占め、南岸の大分市には化学、
石油精製、鉄鋼、非鉄金属などの大
規模な工場群が立地し、流入する汚
濁負荷量は多い。
環境基準の指定状況は資料編４水

質関係資料表水質５のとおりであり、
平成１５年度の水質をＣＯＤの７５％水
質値についてみると、別府湾中央が
環境基準を達成していないが、ほか
の水域は達成している。
また、ＣＯＤの年平均値の推移は、

別府港で上昇傾向が見られるものの、

他は概ね横ばいである。（図２－２
－２－１－１ｎ）

図２－２－２－１－１ｎ 別府湾ＣＯＤ年平均値経
年変化
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� 北海部郡東部地先水域
北海部郡東部地先水域は、佐賀関

半島東端の関崎から臼杵市下ノ江に
至る地先の海域で、この海域の背後
には大規模な汚濁源はなく、陸域か
ら流入する生活排水が汚濁の主体と
なっている。
環境基準の指定状況は資料編４水

質関係資料表水質５のとおりであり、
平成１５年度の水質をＣＯＤの７５％水
質値についてみると、環境基準を達
成している。
また、ＣＯＤの年平均値の推移は、
概ね横ばいである。（図２－２－２
－１－１ｏ）

図２－２－２－１－１ｏ 北海部郡東部地先ＣＯＤ
年平均値経年変化

� 臼杵湾
臼杵湾は、臼杵市下ノ江から津久
見市楠屋鼻に至る陸岸の地先海域で、
この海域には臼杵市等からの生活排
水と醸造業等の産業排水が流入して
いるが大規模な汚濁源はなく、生活
排水が汚濁の主体となっている。
環境基準の指定状況は資料編４水
質関係資料表水質５のとおりであり、
平成１５年度の水質をＣＯＤの７５％水
質値についてみると環境基準を達成
していない。
また、ＣＯＤの年平均値の推移は、
概ね横ばいである。（図２－２－２
－１－１ｐ）

図２－２－２－１－１ｐ 臼杵湾ＣＯＤ年平均値経
年変化

� 津久見湾
津久見湾は、津久見市楠屋鼻から
上浦町蒲戸崎に至る陸岸の地先海域
で、この海域には、セメント工業、
窯業土石製品製造業などの産業排水
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と津久見市等からの生活排水が流入
しているが大規模な汚濁源はなく、
生活排水が汚濁の主体となっている。
環境基準の指定状況は資料編４水

質関係資料表水質５のとおりであり、
平成１５年度の水質をＣＯＤの７５％水
質値についてみると、環境基準を達
成していない。
また、ＣＯＤの年平均値の推移は、

概ね横ばいである（図２－２－２－
１－１ｑ）

図２－２－２－１－１ｑ 津久見湾ＣＯＤ年平均値
経年変化

� 佐伯湾
佐伯湾は、上浦町蒲戸崎から鶴御

崎に至る陸岸の地先海域で、この海
域には、佐伯市に立地する発酵工業、
セメント工業、造船業等の産業排水
と沿岸部の市町の生活排水が流入し
ている。
環境基準の指定状況は資料編４水

質関係資料表水質５のとおりであり、
平成１５年度の水質をＣＯＤの７５％水
質値についてみると、すべての水域
で環境基準を達成している。
また、ＣＯＤの年平均値の推移は、

概ね横ばいである。（図２－２－２
－１－１ｒ）

図２－２－２－１－１ｒ 佐伯湾ＣＯＤ年平均値経
年変化

� 南海部郡地先水域
南海部郡地先水域は、鶴御崎から
宮崎県との県境に至る陸岸の地先海
域で、この海域は、養殖漁業が盛ん
であり、陸域からの汚濁の流入は畜
産排水等で、大規模な汚濁源はない。
環境基準の指定状況は資料編４水
質関係資料表水質５のとおりであり、
平成１５年度の水質をＣＯＤの７５％水
質値についてみると、環境基準を達
成している。
また、ＣＯＤの年平均値の推移は、
概ね横ばいか改善傾向である。（図
２－２－２－１－１ｓ）なお、入津
湾の３地点は、閉鎖性水域として６
年度から水質測定を実施している。
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図２－２－２－１－１ｓ 南海部郡地先ＣＯＤ年平
均値経年変化

�ウ 海水浴場
海水浴場の水質調査は、年間延べ利用

者数が概ね１万人以上の海水浴場１２か所
について、遊泳期間前２回、期間中１回
の調査を行っている。
平成１６年度の調査結果は資料編４水質

関係資料表水質６のとおりであり、すべ
ての水浴場判定基準に適合していた。

イ 地下水
地下水の水質については、健康項目に関

して人の健康の保護に関する環境基準に基
づき評価されており、平成１５年度には、概
況調査（地域の全体的な地下水質の状況を
把握する調査）１０４本、定期モニタリング
調査（過去に基準を超過した井戸等につい
て汚染の経年的な変化を追跡する調査）３０
本計１３４本の井戸で調査を行った。
概況調査については、環境基準を超過し

た井戸は、テトラクロロエチレンが１本、
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素が５本、ほう
素が１本であった。（資料編４水質関係資
料表水質７参照）
定期モニタリング調査については、基準

を超過した井戸は、砒素が１本、シス－１，２
－ジクロロエチレンが１本、テトラクロロ
エチレンが５本、硝酸性窒素及び亜硝酸性
窒素が６本であった。

� 水質保全対策

ア 環境基準の類型設定
水質汚濁に係る環境基準は、環境基本法
に基づいて設定されており、人の健康の保
護に関する環境基準と、生活環境の保全に
関する環境基準がある。
人の健康の保護に関する環境基準は、平
成１１年２月に一部改正され、カドミウム等
２６項目に関して基準値が定められ、すべて
の公共用水域に一律に適用されている。
生活環境の保全に関する環境基準は、河
川、湖沼及び海域について、利水目的等に
応じた類型に区分して生物化学的酸素要求
量（ＢＯＤ）、化学的酸素要求量（ＣＯＤ）、
全窒素（Ｔ－Ｎ）、全燐（Ｔ－Ｐ）等９項目の
基準値が設定されている。平成１５年１１月に
水生生物を保全する観点から、新たに全亜
鉛が追加され、それぞれの公共用水域につ
いて類型を指定することにより当該水域の
環境基準が定まることになる。（資料編４
水質関係資料表水質８参照）
本県では、平成１５年度末までに河川３７水

域、湖沼１水域、海域２１水域について類型
指定を行っており、１５年度は新たに末広川
の指定を行うとともに、木立川及び堅田川
下流の見直しを行った。
また、瀬戸内海の８水域について、窒素
及び燐の類型指定を行っている。（資料編
４水質関係資料表水質５参照）

イ 法律、条例による規制

�ア 概要
公共用水域及び地下水の水質の保全を
図るため、水質汚濁防止法、瀬戸内海環
境保全特別措置法等が定められており、
また、本県においては、大分県生活環境
の保全等に関する条例及び水質汚濁防止
法第３条第３項に基づく排水基準を定め
る条例（上乗せ排水基準条例）を制定し、
規制の強化を図っている。
水質汚濁防止法は、昭和４６年６月から
施行され、特定施設を設置する工場・事
業場（特定事業場）に届出等を義務付け
るとともに、その排出水について全国一
律の排水基準を定めている。その後、こ
の法律は数次にわたり改正されており、
平成元年６月に地下浸透の規制と有害物
質流出事故時の措置に関する規定、平成
２年６月に生活排水対策の推進に係る規
定が整備された。更に平成８年６月には
地下水保全のための措置命令及び油流出
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事故時の措置に関する規定が整備された。
瀬戸内海環境保全特別措置法は、昭和

４８年１１月に３年間の時限立法として施行
（昭和５１年の改正で２年間延長）され、
一定規模以上の特定事業場に許可制を導
入するとともに、汚濁負荷量の削減、埋
立ての抑制等の施策が講じられたが、昭
和５３年６月の改正で恒久的な法律となり、
新たに府県計画の策定、富栄養化防止対
策等の施策が追加された。
大分県生活環境の保全等に関する条例

は、平成１２年１２月２３日から施行され、め
っき、紙・パルプの製造の作業等３０種類
の作業を行う工場・事業場（特定工場

等）を規制対象とし、その設置について
は事前届出制を採用するとともに、規制
基準については総量規制を導入している。

�イ 排水基準の設定
特定事業場から公共用水域に排出され
る排出水については、水質汚濁防止法に
基づき、有害物質やその他の項目の濃度
を規制する排水基準（一律排水基準及び
上乗せ排水基準）並びに化学的酸素要求
量（ＣＯＤ）、窒素含有量（Ｔ－Ｎ）及
びりん含有量（Ｔ－Ｐ）の汚濁負荷量を
規制する総量規制基準が設定されている。
（表２－２－２－１－２ａ）

ａ 一律排水基準
一律排水基準は、国が全国一律に設

定した基準であり、このうち有害物質
については、平成１３年７月１日にほう
素及びその化合物並びにふっ素及びそ
の化合物等３項目が追加され、現在２７
項目についてすべての特定事業場に適
用されている。
また、その他の項目については１５項
目の基準が定められており、日平均排
水量が５０�以上の特定事業場に限って
適用されている。このうち窒素含有量
及びりん含有量の規制は、従来からの
指定湖沼に加えて、５年８月から閉鎖
性の高い海域（瀬戸内海、有明海、入
津湾）及びこれに流入する公共用水域
に排出水を排出する特定事業場に適用
範囲が拡大された。

ｂ 上乗せ排水基準
一律排水基準では、人の健康の保護

や生活環境の保全を図るうえで十分で
ない公共用水域については、条例によ
り一律排水基準よりも厳しい排水基準
（上乗せ排水基準）を設定できるよう

になっている。
本県においては、昭和４８年３月に佐
伯湾水域に係る上乗せ排水基準を設定
したが、瀬戸内海に流入する汚濁負荷
量の削減を図るため、昭和４９年７月に、
この条例を全面的に改正し、適用区域
を瀬戸内海区域（図２－２－２－１－
２ａ）に拡大するとともに、規制項目
もｎ－ヘキサン抽出物質含有量（油
分）を新たに追加した。
更に上乗せ排水基準とＣＯＤに係る
第５次総量規制基準との整合を図るた
め、平成１４年１２月に条例を改正し、規
制基準を強化し、対象業種を追加、細
分化するとともに、適用区域を瀬戸内
海及び入津に拡大した。

種 類 項 目 適用事業場 適用区域 適用年月 最 近 の 改 正 状 況

濃
度
規
制

一律排水

基 準

有害物質

Ｃｄ、Ｃｒ６＋等２７項目
全特定事業場 全域

４６年

６月２４日

平成１３年６月１３日（平成１３年７月１日施

行）ほう素及びその化合物等３項目追加

その他の項目

ＣＯＤ、ＢＯＤ等１５項目

日平均排水量５０�
以上の特定事業場

同上 同上
平成５年８月２７日（平成５年１０月１日施

行）海域の窒素、燐追加

上 乗 せ

排水基準
ＣＯＤ、ＳＳ、油分 同上

瀬戸内・入

津区域

４９年

８月１日

平成１４年１２月２４日（平成１５年４月１日施

行）適用区域に入津追加

総
量
規
制

総量規制

基 準

ＣＯＤ、Ｔ－Ｎ、

Ｔ－Ｐ
同上 同上

５５年

７月１日

平成１４年７月１９日（平成１４年１０月１日施

行）第５次の化学的酸素要求量（ＣＯＤ）、

窒素含有量（Ｔ－Ｎ）及びりん含有量（Ｔ

－Ｐ）に係る総量規制基準

表２－２－２－１－２ａ 排水基準の概要
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ｃ 総量規制基準
瀬戸内海等の広域的な閉鎖性海域を

対象として、当該海域に流入する汚濁
負荷量を総合的に削減して水質汚濁の
改善を図るため、昭和５３年に水質汚濁
防止法等の一部が改正され、水質の総
量規制制度が導入された。本県では、
昭和５５年度から４次にわたりＣＯＤの
総量規制を実施してきたが、依然とし
て一部の海域では環境基準の達成が困
難な状況にあるため、平成１４年７月に
「化学的酸素要求量、窒素含有量及び
りん含有量に係る総量削減計画」及び
「化学的酸素要求量、窒素含有量及び
りん含有量に係る総量規制基準」を定

め、平成１６年度を目標年度として、Ｃ
ＯＤのみならず、新たに窒素及びりん
も加えた第５次総量規制を実施してい
る。
総量規制基準は、瀬戸内海区域の日
平均排水量が５０�以上の特定事業場
（指定地域特定事業場）に対して適用
され、次のような算式で許容される汚
濁負荷量（Ｌ）が求められる。

Ｌ＝Ｃ×Ｑ
（Ｃ：ＣＯＤ、窒素及びりん濃度、Ｑ：排水量）

Ｃの値は、業種や施設の設置時期等
に応じてきめ細かく設定されており、

図２－２－２－１－２ａ 上乗せ排水基準及び総量規制基準適用区域
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この値を段階的に強化することにより
汚濁負荷量の削減を図っていく仕組み
となっている。なお、総量規制基準の
遵守状況を把握するため、指定地域内
の事業場に対しては汚濁負荷量の測定
・記録が義務付けられている。

ｄ 生活環境保全条例の規制基準
生活環境保全条例の規制基準は、有

害物質２７項目及び生活環境項目７項目
について一律排水基準と同等の濃度基
準を定めるとともに、ＣＯＤ、ＳＳ等
の生活環境項目８項目については負荷
量基準を定めている。この基準は、特
定工場等については排水量の多寡を問
わずに適用され、特に、負荷量基準は
工場の新増設等により排水量の規模が
大きくなるほど段階的に厳しい基準が
適用される。

�ウ 届出及び許可状況
特定施設の設置や構造等の変更を行う

場合には、水質汚濁防止法に基づき、事
前の届出が義務付けられている。特に、
瀬戸内海区域の日最大排水量が５０�以上
の特定事業場については、下水道終末処
理施設等一部の施設を除き、瀬戸内海環
境保全特別措置法に基づく許可を受ける
こととされている。
許可申請に当たって事業者は、排出先

の公共用水域に及ぼす影響について事前
評価を行い、その結果を記載した書面を
添付することとされている。県は、申請
の概要の告示、事前評価書の縦覧及び関
係県・市町村に対する意見照会等の手続
を経て、許可の適否を判断している。

ａ 特定事業場の現況
水質汚濁防止法及び瀬戸内海環境保
全特別措置法に基づく特定事業場数は、
平成１６年３月３１日現在で５，４５０事業場
となっている。全事業場数でみると、
旅館業が最も多く、全体の３０．０％を占
め、自動式車両洗浄施設の１１．５％、指
定地域特定施設の７．８％、畜産農業（豚
房、馬房、牛房）の７．７％がこれに続
いている。このうち日平均排水量が５０
�以上の特定事業場数は５１７事業場で、
その内訳をみると、し尿処理施設が最
も多く２８．６％を占め、以下指定地域特
定施設の２１．３％、旅館業の２０．５％の順
になっている。（図２－２－２－１－
２ｂ、資料編４水質関係資料表水質
９）

表２－２－２－１－２ｂ 水質汚濁防止法及び瀬戸
内海環境保全特別措置法
に基づく特定事業場数（平
成１５年度末）

ｂ 許可及び届出件数
瀬戸内海環境保全特別措置法に基づ
く許可事務は、県環境保全課及び大分
市で処理しており、また、水質汚濁防
止法に基づく届出の受理や排水監視等
の事務は県（環境保全課又は各保健
所）及び大分市において行っている。
（表２－２－２－１－２ｂ、表２－２
－２－１－２ｃ）

区 分 件 数 区 分 件 数
設置許可（第５条） ２７（１２） 氏名等変更届（第９条） ３６（１４）
使用届（第７条） １（１） 汚染状態等変更届（第９条） ０（０）
構造等変更許可（第８条） ４６（３０） 廃止届（第９条） ９（６）
構造等変更届（第８条第４項） １（１） 承継届（第１０条） １０（２）

図２－２－２－１－２ｂ 瀬戸内海環境保全特別措置法に基づく許可及び届出件数 （平成１５年度）

（注）（ ）内は大分市の件数で内数を示す。
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ウ 規制指導の状況
平成１５年度の水質汚濁防止法に基づく立
入調査は、県が延べ１，５２９事業場、大分市
が延べ３４０事業場について実施した。県実
施分のうち、規制対象事業場（日平均排水
量５０�以上のもの及び有害物質を排出する
おそれのあるもの）に対する立入調査は、
延べ４３６事業場であり、この調査の結果に

より、排水基準違反を指摘した特定事業場
は６事業場であった。これらの事業場に対
しては、文書により排水処理施設の改善や
維持管理の強化等を指導し、適切な改善が
なされていることを確認した。（表２－２
－２－１－２ｄ、資料編４水質関係資料表
水質１０）

エ 瀬戸内海の水質保全対策

�ア 総量削減計画の策定
広域的な閉鎖性水域である瀬戸内海の

水質汚濁を改善するため、昭和５５年度以
降、ＣＯＤに関する総量規制を実施して
いる。総量規制制度は、環境大臣が定め
る総量削減基本方針に基づいて知事が総
量削減計画を策定し、総量規制基準の設
定や下水道整備等の施策を総合的、計画
的に推進することによってＣＯＤ汚濁負
荷量の削減を図るものである。
これまでに、第一次（昭和５９年度目標）、

第二次（平成元年度目標）、第三次（平成
６年度目標）、第四次（平成１１年度目標）
の４次にわたり総量削減計画を定め、産
業排水、生活排水等のＣＯＤ汚濁負荷量
の削減対策を実施してきた結果、本県に
おいては、いずれの総量削減計画におい
ても、その削減目標量を達成している。
しかし、依然として環境基準が未達成の

水域があることから、平成１４年７月、平
成１６年度を目標年次とする第五次総量削
減計画を策定し、ＣＯＤに加えて、窒素及
びりんの汚濁負荷量の計画的削減を図る
こととした。（表２－２－２－１－２ｅ）
なお、この総量削減計画の達成状況を
把握するため、毎年、発生負荷量管理等
調査により、ＣＯＤ発生負荷量の調査を
実施しており、第五次総量削減計画の実
施に合わせて、窒素及びりんについても
平成１４年度分から調査が行われている。
（図２－２－２－１－２ｃ）

図２－２－２－１－２ｃ 指定地域内のＣＯＤ
発生負荷量

区 分
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中
津
保
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宇
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保
健
部

高
田
保
健
部

大

分

市

計

設置届（第５条） １１ ３ ５ １１ ２ １ ７ １４ ８ １０ ６ ５ ５ ２７ １１５
使用届（第６条） １ １
構造等変更届（第７条） １６ １ １ １ ２ １ ２ ２ ２ １５ ４３
氏名等変更、廃止届（第１０条） １４ ３ ３ ２ １ ３ １ １ １ ３ ７ ６３ １０２
承継届（第１１条） １ ８ ２ １ ３ １ ９ ２５

区 分
１３ 年 度 １４ 年 度 １５ 年 度

特定事
業場数

延べ立
入件数

排水基準
違反件数

特定事
業場数

延べ立
入件数

排水基準
違反件数

特定事
業場数

延べ立
入件数

排水基準
違反件数

大
分
県
実
施
分

５０�／日以上の特定事業場 ３７９ ４３０ １５ ３７７ ４２３ ８ ３９０ ４１０ ６
５０�／日未満
の特定事業場

有害物質あり ３５７ ３０ １ ３６３ ３０ ０ ３６４ ２６ ０
有害物質なし ３，５４３ ８１７ ０ ３，５３４ ９０１ ０ ３，５２２ １，０９３ ０

小 計 ４，２７９ １，２７７ １６ ４，２７４ １，３５４ ８ ４，２７６ １，５２９ ６
内 規 制 対 象 ７３６ ４６０ １６ ７４０ ４５３ ８ ７５４ ４３６ ６

大 分 市 実 施 分 １，１７４ ３５１ １５ １，１９０ ３４３ ２３ １，１９０ ３４０ ２１
合 計 ５，４５３ １，６２８ ３１ ５，４６４ １，６９７ ３１ ５，４６６ １，８６９ ２７

表２－２－２－１－２ｃ 水質汚濁防止法に基づく届出件数 （平成１５年度）

表２－２－２－１－２ｄ 特定事業場立入調査実施状況
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オ 地下水保全対策
地下水は、一般的に地表水に比べて汚染

されにくく、水量が安定し、水質も良好で
あることから、水道水等の生活用水や工業
用水など多方面に利用されているが、米国
での地下水汚染を契機とした調査によって、
トリクロロエチレン等による地下水汚染が
全国的に顕在化していることが明らかにな
ってきた。
このため、平成元年６月に水質汚濁防止

法が改正され、有害物質を含む水の地下へ
の浸透の禁止、地下水の水質の常時監視等
の規定が整備された。更に、平成８年６月
の水質汚濁防止法の一部改正により、汚染
された地下水の浄化措置命令に関する規定
等が整備され、平成９年４月１日から施行
された。また、地下水の水質については、
地下水の環境基準によって評価されている。
（資料編４水質関係資料表水質１１）
本県では、昭和５９年度からトリクロロエ

チレン等を使用している工場、事業場に対
して、その使用状況等の実態を把握すると
ともに、周辺の井戸等の水質調査を実施し
てきており、こうした調査の結果を踏まえ
て事業者に対する規制や指導、井戸所有者
に対する飲用上の指導等を行っている。

カ 水生生物調査
河川等の公共用水域の水質の評価につい

ては、一般に、ＢＯＤ、ＳＳなどの理化学
的方法により測定された値を水質環境基準
と比較することにより行われている。一方、
水生生物による水質調査は、サワガニ、カ
ワゲラ、トビケラなど、川に棲む生物（指
標生物）の生息状況から河川の水質を知る
ものであり、理化学的方法に比べて結果が
分かりやすいだけでなく、次のような優れ
た特徴がある。（表２－２－２－１－２ｆ）

①比較的長時間の水質を捉えることができる。②
水質汚濁の生物に対する影響を捉えることが
できる。
③住民の河川愛護、水質浄化の啓発に資するこ
とができる。
④適切な指導者のもとに、一般の人でも比較的
簡単に調査が行える。

第 一 次 第 二 次 第 三 次 第 四 次 第 五 次
５４年度 ５９年度 ５９年度 ６４年度 元年度 ６年度 ６年度 １１年度 １１年度 １６年度
現状負荷量 削減目標量 現状負荷量 削減目標量 現状負荷量 削減目標量 現状負荷量 削減目標量 現状負荷量 削減目標量

生活排水 ２１ （２２） ２１ １９ １９ １７ １９ １７ １８ １６
産業排水 ２９ （５６） ３１ ３０ ２９ ２７ ２５ ２５ ２２ ２２
そ の 他 ８ （７） ８ ８ ７ ７ ７ ７ ６ ６
総 量 ５８ （８５） ６０ ５７ ５５ ５１ ５１ ４９ ４６ ４４

水 質 階 級 指 標 生 物

Ⅰ きれいな水

ア ミ カ
ウ ズ ム シ
カ ワ ゲ ラ
サ ワ ガ ニ
ナ ガ レ ト ビ ケ ラ
ヒ ラ タ カ ゲ ロ ウ
ブ ユ
ヘ ビ ト ン ボ
ヤ マ ト ビ ケ ラ

Ⅱ 少しきたない水

イ シ マ キ ガ イ
オ オ シ マ ト ビ ケ ラ
カ ワ ニ ナ
ゲ ン ジ ボ タ ル
コ オ ニ ヤ ン マ
コ ガ タ シ マ ト ビ ケ ラ
ス ジ エ ビ
ヒ ラ タ ド ロ ム シ
ヤ マ ト シ ジ ミ

Ⅲ きたない水

イ ソ コ ツ ブ ム シ
タ イ コ ウ チ
タ ニ シ
ニ ホ ン ド ロ ソ コ エ ビ
ヒ ル
ミ ズ カ マ キ リ
ミ ズ ム シ

Ⅳ 大変きたない水

ア メ リ カ ザ リ ガ ニ
エ ラ ミ ミ ズ
サ カ マ キ ガ イ
セ ス ジ ユ ス リ カ
チ ョ ウ バ エ

表２－２－２－１－２ｅ ＣＯＤ総量削減計画の概要 （単位：トン／日）

注：（ ）内は、計画ベースの値である。

表２－２－２－１－２ｆ 指標生物
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県では、この方法による調査活動を普及
することにより、住民意識にマッチした水
質保全施策の基礎資料を得るとともに調査
への参加、結果の公表を通じて住民の水質
保全意識の高揚を図り、河川の良好な水質
環境の確保を進めていくこととしている。
平成１５年度は夏季に、一級、二級河川等

の５１河川８９地点において調査を行った。調
査参加団体は５２団体、参加者数は１，１４７人
であった。（表２－２－２－１－２ｇ）
調査結果は、きれいな水（水質階級Ⅰ）

が５３地点（５９．６％）を占めており、県下の
調査河川での水質の状況は概ね良好であっ
た。（表２－２－２－１－２ｈ）

� 生活排水対策の推進

ア 生活排水対策

�ア 水質汚濁防止法の改正
平成２年６月に水質汚濁防止法が改正
され、従来の産業系中心の排水規制に加
え、生活排水対策を総合的に推進してい
くための枠組みが設定された。この内容
は、国、地方公共団体、国民の責任の明
確化、生活排水対策の計画的推進等であ
り、概要は表２－２－２－１－３のとお
りである。
県では、この改正を受けて、生活排水
対策重点地域の指定や普及啓発を推進し
ている。

�イ 生活排水処理施設の整備
県では、平成１６年３月に、効率的・計
画的な生活排水処理施設整備のための
「大分県生活排水処理施設整備構想」を
策定し、生活排水処理対策を推進してお
り、本県の平成１５年度末現在の生活排水
処理率は５５．８％となっている。

�ウ 生活排水対策重点地域の指定
水質汚濁防止法の規定に基づき、平成
３年度に大分市と湯布院町、平成４年度
に中津市と臼杵市、平成５年度に竹田市、
平成９年度に佐伯市、平成１１年度に三重
町を生活排水対策重点地域に指定した。

団体の別 参加団体数 参加人数（人）
学 校 ３８ ７４０
一 般 １１ ４０２
行 政 機 関 ２ ５
計 ５１ １，１４７

水 質 階 級 地点数 割合（％）
Ⅰ きれいな水 ５３ ５９．６
Ⅱ 少しきたない水 ２９ ３２．６
Ⅲ きたない水 ７ ７．９
Ⅳ 大変きたない水 ０ ０．０

計 ８９ １００．０

市町村
�生活排水処理施設の整備
�生活排水対策の啓発に携わる指導員の育成
�その他の生活排水対策に係る施策の実施

県
�生活排水対策に係る広域にわたる施策の実施
�市町村が行う生活排水対策に係る施策の総合調整

国
�生活排水の排出による公共用水域の水質の汚濁に関する知識の普及
�地方公共団体への技術上、財政上の援助

国 民
�調理くず等の処理、洗剤の使用等の適正化の心がけ
�国、地方公共団体の生活排水対策の実施に協力
�生活排水を処理する施設の整備に努力

表２－２－２－１－２ｇ 水生生物調査の参加団体、
参加者数（平成１５年度）

表２－２－２－１－２ｈ 水生生物調査結果（水質階
級の状況）（平成１５年度）

表２－２－２－１－３ 水質汚濁防止法の生活排水対策の概要
�ア 責任の明確化
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イ 公共下水道の推進
人口の都市集中と産業の発展に伴い発生

する汚水量の増加は、生活環境の悪化をも
たらすとともに、海や川などの水質汚濁の
主要な原因の一つとなっている。このため、
下水道の整備を促進し、周辺環境の改善、
公共用水域の水質保全に努めている。
下水道は都市部のみならず、人口が集中

する中山間地域においてもその整備が望ま
れている。

�ア 公共下水道の事業実施・整備状況
本県では、現在１０市２町で公共下水道

事業を実施しており、すでに供用を開始
している。
また、特定環境保全公共下水道事業は、

１４町村が事業を実施中で、すでに１２町村
で供用を開始している。

�イ 公共下水道普及促進の施策
本県では、下水道の整備を促進するた

め、下水道事業を実施している市町村に
対し、県費助成制度である「下水道整備
緊急促進事業」により、財政負担の軽減
を図っている。
さらに、財政力の弱い一定条件を満た

す過疎町村に対して、終末処理場や幹線
管渠を県が代行して建設する「下水道県
過疎代行事業」を平成４年度から実施し
ており、現在、真玉町、香々地町、大山
町の２町で実施中である。
また、近接する市町村が共同して経済

的かつ効率的に下水道を整備するいわゆ
る「下水道船団方式事業」を平成６年度
から杵築市と東国東郡で、平成１０年度か
ら大野郡で実施している。
今後は、未着手市町村が下水道事業に

早急に取り組めるよう、県としても普及
啓発に努める。

ウ 農業集落排水事業の推進
公共用水域の水質保全を図るとともに、
農村の生活環境の改善を図り、活力ある農
村社会の形成を図るため、農村集落におけ
るし尿、生活雑排水などを処理する施設の
整備を行うもので、県下では昭和５９年度か
ら取り組んでいる。

エ 漁業集落排水事業の推進
近年、漁業集落からの家庭排水等による
港内汚濁が進行しており、漁業活動への影
響が懸念されることから、漁港及び周辺水
域への汚濁負荷の軽減と漁村の生活環境改
善を図るため、汚水処理に必要な施設の整
備として、漁業集落排水事業に取り組んで
いる。

県

○生活排水対策重点地域の指定
�環境基準が現に確保されていない、又は確保されないこととなるおそれが著しい水域の関係地域
�自然的、社会的条件に照らし、水質の保全を図ることが特に重要な公共用水域で水質の汚濁が進
行し、又は進行することとなるおそれが著しいものの関係地域

市町村

○生活排水対策推進計画の策定
�生活排水対策の実施の推進に関する基本的方針
�生活排水処理施設の整備に関する事項
�生活排水対策に係る啓発に関する事項
�その他生活排水対策の実施の推進に関し必要な事項

�イ 生活排水対策の計画的推進
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市町村名 処理区名 事業着手
年 度

処 理 人 口
供用開始
年 月 日 備 考全体計画

（千人）
現 況
（人）

公

共

下

水

道

大 分 市

稙 田 Ｓ４７ ９９．００ ６６，９８３ Ｓ４８．１２．１
中 央 Ｓ４８ １２５．００ ６２，４４２ Ｓ５２．１０．１
東 部 Ｓ４１ １５７．００ ６９，２９３ Ｓ４４．９．１
大 在 Ｓ５２ ８７．００ １６，７５５ Ｈ２．４．１
南 部 Ｓ６０ ４２．００ １０，５８４ Ｈ４．４．１
計 ５１０．００ ２２６，０５７

別 府 市 別 府 Ｓ３５ １３８．００ ７２，４２５ Ｓ３７．１１．２６
中 津 市 中 津 Ｓ５４ ６９．６０ ２３，１３６ Ｓ６１．４．１
日 田 市 日 田 Ｓ４８ ５５．５０ ４０，８２３ Ｓ５６．４．１
佐 伯 市 佐 伯 Ｓ５１ ４２．６０ １７，０６０ Ｓ６２．４．１
臼 杵 市 臼 杵 Ｓ５２ ３５．３０ １４，３２１ Ｓ５８．７．１
津 久 見 市 津 久 見 Ｓ５１ １９．２０ １０，２４９ Ｈ４．３．３１
豊後高田市 豊 後 高 田 Ｓ５２ ２１．２０ ７，０５８ Ｈ５．３．３１
杵 築 市 杵 築 Ｈ５ １３．１０ ４，６４０ Ｈ１２．３．３１
宇 佐 市 四日市・駅川 Ｓ６１ １４．４０ １２，２３１ Ｈ４．３．３１
国 東 町 国 東 Ｈ５ ６．９０ ３，９７５ Ｈ１０．３．３１
日 出 町 日 出 Ｓ５１ ２２．７０ １０，１７６ Ｓ６１．４．１
計 ９４８．５０ ４４２，１５１

特
定
環
境
保
全
下
水
道

真 玉 町 真 玉 Ｈ１３ ２．３０
香 々 地 町 香 々 地 Ｈ１３ ２．００
武 蔵 町 武 蔵 東 部 Ｈ３ ５．９０ ３，９７９ Ｈ９．３．２０
安 岐 町 安 岐 Ｈ４ ８．００ ４，４３６ Ｈ１１．３．３１
山 香 町 山 香 Ｈ５ ３．４０ １，５９３ Ｈ１３．３．３０
野 津 町 野 津 Ｈ５ ３．３０ １，７５８ Ｈ１３．３．３０
大 野 町 田 中 Ｈ８ １．６０ １，１７６ Ｈ１２．３．３１
大 山 町 大 山 Ｈ１０ ２．２０ ９８５ Ｈ１４．１０．１
安 心 院 町 安 心 院 Ｈ５ ２．２０ １，３４０ Ｈ１３．３．３０
計 ３０．９０ １５，２６７

市町村名 処理区名
事業着手
及び

完了年度

処 理 人 口
供用開始
年 月 日 備 考全体計画

（千人）
現 況
（人）

国 見 町 伊 美 Ｈ５～Ｈ１４ ２．２０ １，９１３ Ｈ１０．３．２７
姫 島 村 姫 島 Ｈ４～Ｈ１２ ２．８０ ２，３３５ Ｈ８．３．３１
上 浦 町 上 浦 Ｈ８～Ｈ１５ １．７０ １，４３４ Ｈ１２．４．１
鶴 見 町 鶴 見 Ｈ５～Ｈ１５ ３．５０ ３，１１２ Ｈ９．３．３１
三 光 村 三 光 Ｈ７～Ｈ１４ ２．８０ ２，６４５ Ｈ１１．４．２１ 中継ポンプ（中津市へ）

平成１６年度公共下水道実施市町村一覧表 （平成１６年３月３１日現在）

平成１５年度までの整備済み公共下水道 （平成１６年３月３１日現在）
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オ 合併処理浄化槽の普及促進
トイレの水洗化と生活雑排水の処理を推

進する方策として、注目されているのが合
併処理浄化槽である。合併処理浄化槽は、
その処理能力がＢＯＤ除去率９０％以上、放
流水ＢＯＤ２０㎎／�以下と下水道の終末処
理場の高度処理と同等の能力である。また、
設置費用が安く、短期間で設置できる等優
れた特徴を有している。

県では、国の補助事業の実施に伴い、平
成元年度から小型合併処理浄化槽の設置整
備に対する補助制度を創設し、小型合併処
理浄化槽の普及を推進している。
この補助制度による小型合併処理浄化槽
の設置基数は、図２－２－２－１－３のと
おりであり、平成１５年度には５６市町村で
２，６４８基が設置された。このように下水道
と並ぶ生活排水処理施設として、各市町村

市町村名 処理区名 事業着手
年 度

処理人口（人）
供用開始
年 月 日 備 考全体計画

（定住人口）
現 況

（定住人口）

大 田 村 中 渓 Ｈ１１ ５４８ ６０５
真 玉 町 臼 野 Ｈ１０ ９５１ ９４２
安 岐 町 朝 来 Ｈ９ ５９１ ５８６ Ｈ１４．３．３１
国 見 町 熊 毛 Ｈ１６ ５２８ ５２８
大 分 市 市 尾 Ｈ１３ ６３５ ６３５
臼 杵 市 深 田 Ｈ９ １，２００ １，１９１
佐 伯 市 長 谷 Ｈ９ ６９９ ６３２

弥 生 町
切 畑 Ｈ１５ ２，０８３ ２，０２３
井 崎 Ｈ１６ １，８５９ １，５１１

清 川 村 砂 田 Ｈ１３ ９１７ ９１１
日 田 市 大 明 Ｈ１３ ２，６２６ ２，６２６
三 光 村 三 光 Ｈ１５ ２，２７１ １，９８３
宇 佐 市 矢 部 Ｈ９ １，２１２ １，２１２ Ｈ１６．１．２１
院 内 町 御 沓 Ｈ１１ １，８１０ １，８１０
１３市町村 １４地区 １７，９３０ １７，１９５

市町村名 処理区名
事業着手
及び

完了年度

処理人口（人）

全体計画
（定住人口）

現 況
（定住人口）

緒 方 町 他
２１市町村

馬場地区他
３５地区 Ｓ５９～Ｈ１５ ２４，３９４ ２３，２２４

市町村名 処理区名 事業着手
年 度

処理人口（人）
供用開始
年 月 日 備 考全体計画

（定住人口）
現 況

（定住人口）

上 浦 町

福泊・蒲戸 Ｈ９ ３９０ ３４９ Ｈ１５．３．３１
長 田 Ｈ１４ ２０５ １７９
夏 井 Ｈ１７ ２８８ ２８９
浪 太 Ｈ１６ ３６７ ３５４

市町村名 処理区名
事業着手
及び

完了年度

処理人口（人）

全体計画
（定住人口）

現 況
（定住人口）

鶴 見 町 他
６市町村

大島地区他
１４地区 Ｓ５９～Ｈ１５ ５，６４１ ３，５８９

平成１６年度農業集落排水事業実施市町村一覧表 （平成１６年３月３１日現在）

平成１５年度までの農業集落排水事業完了地区

平成１６年度漁業集落排水事業実施市町村一覧表 （平成１６年３月３１日現在）

平成１５年度までの漁業集落排水事業完了地区
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で積極的な整備が推進されているが、既設
浄化槽の大部分を占める単独処理浄化槽が
環境保全上大きな問題となっており、平成
１２年６月に浄化槽法が改正（平成１３年４月
１日施行）され、単独処理浄化槽の新設が
原則廃止された。あわせて既設の単独処理
浄化槽についても合併処理浄化槽へと転換
するよう努力義務が設けられ、合併処理浄
化槽のさらなる整備が期待されている。

図２－２－２－１－３ 小型合併処理浄化槽の設置
整備事業実施市町村数及び
補助基数の推移

� 瀬戸内海の環境保全計画の推進
瀬戸内海は、我が国最大の内海として近畿、

中国、四国及び九州に囲まれた広さ約２２，０００
�、海岸線延長約６，０００㎞、容積８，０００億�の
海域である。この瀬戸内海は、我が国のみな
らず世界においても比類のない美しさを誇る
景勝地として、また、国民にとって貴重な漁
業資源の宝庫として、その恵沢を国民が等し
く享受し、後世の国民に継承すべきである。
こうした認識に立ち、それにふさわしい環境
を確保し維持することを目的として、環境保
全に係る施策を総合的かつ計画的に推進する
ため、瀬戸内海環境保全特別措置法第３条に
基づいて、政府は昭和５３年５月に瀬戸内海環
境保全基本計画を策定した。
同法第４条により、関係府県は、基本計画

に基づいて、当該府県の区域で実施すべき施
策について府県計画を定めることとされてい
る。本県は、昭和５６年７月に瀬戸内海の環境
保全に関する大分県計画を策定した。その後
基本計画の中での「化学的酸素要求量（ＣＯ
Ｄ）に係る総量削減計画」等の見直しが行わ
れたことから、昭和６２年１２月、平成４年６月、
平成８年７月及び平成１４年７月に大分県計画

の変更等を行った。
計画の目標については、瀬戸内海の環境保
全の推進のためには、関係府県等が相互に協
力しながら同一の目標に向かって各々の施策
を遂行することが肝要であることから、基本
計画において定められた「水質保全等に関す
る目標」、「自然景観の保全に関する目標」
と同じにしている。
目標達成のために講ずる施策については、
目標をできるだけ速やかに達成し、また達成
しているものはその状態を維持することを目
的として実施することとしており、その主な
ものは、資料編表水質１３のとおりである。

� 漁場環境保全の現況と対策

ア 赤潮・貝毒及び油濁の発生状況
平成１５年度の赤潮発生件数は１３件であり、
その状況は表２－２－２－１－５のとおり
である。出現した赤潮構成プランクトンは
６属で、このうちギムノディニウム属によ
るものが５件、プロロセントラム属による
ものが４件であった。漁業被害は１件発生
し、養殖カンパチ等が斃死する等の被害を
受けた。
貝毒被害を未然に防止するため、平成９
年度から貝毒プランクトンの調査地点を追
加して監視体制を強化しているが、平成１１
年３月には、蒲江町森崎地先でムラサキイ
ガイの麻痺性貝毒量が国の定める規制値を
超えたため、３月４日から出荷採捕の自主
規制措置がとられた。この措置は、平成１５
年度中も継続している。また、平成１６年１
月には、同じく蒲江町森崎地先のアサリの
麻痺性貝毒量が規制値を超えたため、１月
１４日から出荷採捕の自主規制措置がとられ
た。（平成１６年２月４日に解除）
油濁については、平成１５年度は重大な油
流出事故は発生しなかった。

イ 漁業公害調査と指導
平成１５年度も引き続いて、海洋水産研究
センター及び同浅海研究所、内水面研究所
により、海面１０定点、内水面３定点におい
て水温、ｐＨ、ＤＯ等の定期観測を行うと
ともに、県漁協１１支店に協力を依頼して環
境情報の提供を受けるなど漁場環境の監視、
公害発生情報の収集体制の整備を図った。

ウ 赤潮情報交換と予察
赤潮の発生に伴う漁業被害を未然に防止、
または軽減するため、平成１５年度も引き続
き赤潮に関する情報を迅速かつ的確に伝達
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できるように情報連絡体制を整備するとと
もに、赤潮発生時期前には市町村、漁協職
員等を対象にした研修会を開催して赤潮に
ついての情報提供、交換を行った。
また、赤潮発生機構の解明を図るため、

海洋水産研究センター及び同浅海研究所に
よって、プランクトンの発生状況、水質等
について定期的に調査を実施するとともに、
過去に被害をもたらした有害プランクトン
について、水産庁の委託事業により関係各
県と共同で調査研究を引き続き実施した。

エ 沿岸漁場保全対策
生活関連廃棄物の堆積等により効用の低

下している沿岸漁場の生産力を回復させる
ため、水産庁の補助事業を導入し、漁場の
保全対策を講じている。

�ア 漁場クリーンアップ事業（非公共）
平成１５年度は、５市町村で漁場１７，０８８
haの清掃を実施した。

�イ 漁民の森づくり活動推進事業（非公共）
豊かな漁場を維持するうえで、重要な
役割を果たす森林を保護育成する活動を
推進した。平成１５年度は、５地区で３，６８４
本の広葉樹を植樹した。

� 公害被害の救済の状況

ア 制度の沿革
公害による健康被害者については、「公

害健康被害の補償等に関する法律」で保護
されているが、大分県は、この法律の適用
を受ける地域の指定を受けていない。
しかし、県は独自に、原因者が不明の公

害による被害の救済を図るために、昭和４８
年１２月に、「大分県公害被害救済措置条例」
を制定するとともに、大分県公害被害救済
等基金を設置した。この制度では、大気汚
染による健康被害及び水質汚濁による漁業
被害を救済の対象としているが、健康被害
については、条例の適用を受ける地域を指
定していないので、具体的に運用されたこ
とはない。
漁業被害については、県の沿岸海域を救

済対象地域とし、救済制度の適用を受ける
漁業被害の原因を、油濁、赤潮、水質又は
底質の悪化及び有害物質の蓄積の４種類に

限定している。救済の対象者は、これらに
より被害を受けた漁業者又は漁業協同組合
である。
なお、漁業被害の救済対象のうち油濁被
害については、昭和５０年３月に「財団法人
漁業油濁被害救済基金」が設置され、被害
の救済が図られるようになり、この基金の
適用を受けるものは、これに移行した。
また、異常かつ長期間にわたる赤潮被害
対策として、昭和５２年３月に「大分県公害
被害救済等基金条例」等の一部を改正し、
赤潮の発生に伴う漁業環境保全事業及び赤
潮被害緊急防止事業に対して補助金を交付
できることとした。

イ 基金の運用
公害被害救済等基金は、当面、漁業被害
に係る救済事業を行うため、昭和４９年度以
降、県、沿岸市町村（２２市町村）及び関係
企業（沿岸部市町村に立地する主要企業）
からの拠出金により積立てを行ってきたが、

発生時期 発 生 海 域 赤 潮 構 成 種 漁業被害の有無
５／２２－５／２７ 豊後水道（猪串湾） プロロセントラム トリエステナム 無
６／１６－６／２３ 豊後水道（猪串湾） ヘテロシグマ アカシオ 無
６／１６－６／２５ 豊後水道（津久見湾） プロロセントラム トリエステナム 無
６／１７－６／２４ 豊前国東（周防灘） ヘテロシグマ アカシオ 無
６／２３－７／９ 豊後水道（佐伯湾） プロロセントラム デンタータム 無
６／２４－６／２６ 豊前国東（周防灘 シャットネラ アンティカ 無
７／２３－８／１９ 豊前国東（周防灘） ギムノディニウム ミキモトイ 無
７／３１－８／１１ 別府湾 コクロディニウム ポリクリコイデス 無

ギムノディニウム ミキモトイ
８／５－８／１２ 豊後水道（臼杵湾） ギムノディニウム ミキモトイ 有
８／５－８／９ 豊後水道（津久見湾） ギムノディニウム ミキモトイ 無
８／１１－８／１８ 豊後水道（小蒲江湾） ギムノディニウム ミキモトイ 無
９／４－９／１０ 豊後水道（入津湾） プロロセントラム シグモイデス 無
９／７－９／１４ 豊後水道（佐伯湾） メソディニウム ルブラン 無

表２－２－２－１－５ 赤潮発生状況 （平成１５年度）
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昭和６０年度には目標額の５億円に達し、現
在では、その果実で運用している。

ウ 漁業被害の救済の状況
公害被害救済等基金による漁業被害補填

状況、赤潮被害対策事業の補助金の交付状
況は表２－２－２－１－６ａ及び表２－２
－２－１－６ｂに示すとおりであり、これ
までに約１９４百万円の被害補填、約５百万
円の補助金の交付を行っている。

２ 水の循環的利用

� 水道の整備

ア 水道の普及状況
平成１５年度末における本県の水道普及率
は、８８．８％となっている。（全国平均は、
平成１４年度末現在９６．８％）
これを郡市別にみると、市部の９４．０％に

対し、郡部は７３．５％と低くなっている。
また、市町村別では２４市町村が９０％を超
えているのに対し、１２町村が５０％に達して
いないなど著しい差がある。
普及率の低い要因として、地形が複雑な
うえ、集落が点在しているなどの地理的条
件や水源確保の困難性などによる建設費の
割高等により、市町村の負担が増大するこ
とが考えられる。
一方、現状において、小規模な水道や井
戸・湧水等で生活用水が確保されているこ
となどにより施設整備が遅れている地域も
多く、給水施設を除いた未普及地域人口は
約１１万７千人となっている。

イ 給水量の推移と水源の確保
平成１５年度における県下の上水道の一人
一日平均給水量をみると、概ね横ばいで推
移している。
従って、各水道事業体が安定的な給水量
の確保を図るには、水道水源の確保と施設
の能力不足や老朽化に対する計画的な施設
整備に積極的に取り組む必要がある。
特に、水道水源の開発が遅れている水道
事業体においては、水資源を有効に活用す
るため、節水の啓発と漏水防止対策の推進
を図るとともに、ダム等水資源開発施設の
建設計画への参画や地下水の開発等を促進
する必要がある。

ウ 水質検査等維持管理の強化
水道事業者等には、安全で衛生的な水の
供給を確保するため、水道法の規定により、
定期及び臨時の水質検査の実施や水質検査
施設の設置が義務づけられている。水質検
査の実施状況は、上水道や公営簡易水道で
は問題ないものの、組合営簡易水道や専用
水道、給水施設では十分ではなく、毎年、
保健所毎に開催する水道施設等維持管理講
習会等の機会を捉え、水質検査の励行をは
じめ、塩素消毒の徹底、必要な施設の改善、
水道施設等の維持管理の徹底等について強
く指導している。
また、水質検査施設は、一部の水道事業

年度 被害発生
期間（月日）

関 係
漁協数

申請
件数

申請被害額
（千円）

補 填 額
（千円）

５０ ５．２５～６．３０ ６ ２６３ １３，５１１ １０，１６２

５１ ５．２４～９．１２ ７ ２１７ ３８，９７８ ２４，２３５

５２ ５．１２～７．１０ １ ９６ ９，４１４ ８，０６５

５４ ８．１３～８．２３ ３ ３ １２３，７９０ ２７，１００

５６ ６．９～６．２８ ７ ５８９ ６９，２７１ １４，８５５

５７ ７．２６～８．２ １１ １３９ ２５５，７８３ １６，９９３

６０ ７．１１～８．１９ ２６ ４９９ ４８６，３７３ ５６，７９３

６１ ７．１９～８．２０ ６ ６７ ３５，００３ ８，４９０

元 ８．４～８．１９ ３ ６９ ３１，０４１ １２，１９９

３ １０．１８～１０．１９ １ １ １７，４０３ ６，０２１

９ ７．１６～７．２５ １ ３ ４，５１８ ２，６２３

１０ ８．１６～８．２２ ２ ２ １，４３２ １，０３１

１３ ７．２９～８．１０ ２ １２ １５２，８１６ ５，１５３

１５ ８．７～８．９ １ １ １，４９６ ６６７

合計 ７７ １，９６１ １，２４０，８２９ １９４，３８７

年度 被害発生
時期（月日）

関 係
漁協数

事業実施
件 数

補助金申請額
（千円）

補助金交付額
（千円）

６０ ７．１６～８．１３ ２ ３ １，３００ １，３００

６１ ７．３０～８．２１ ３ ４ １，０８５ １，０８５

元 ８．３１～９．６ ２ ２ １，９１９ １，９１９

１０ ８．１６～８．２５ １ ２ ８０６ ８０６

合計 ８ １１ ５，１１０ ５，１１０

表２－２－２－１－６ａ 漁業被害の補填状況
（昭和４９年度～平成１５年度）

備考 上記の表に記載のない年度は、被害額の申請がな
かった。

表２－２－２－１－６ｂ 赤潮被害対策事業の
補助金交付状況

（昭和５２年度～平成１５年度）

備考 上記の表に記載のない年度は、被害額の申請がな
かった。
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体しか設置しておらず、大多数の水道事業
者では、県の水質検査機関（衛生環境研究
センター及び保健所）又は厚生労働大臣登
録検査機関に委託等して水質検査を行って
いる。
なお、平成１６年４月からは、水質検査機

関に係る厚生労働大臣の指定制度が登録制
度に変ることから、水質検査を委託等する
ことが可能な検査機関が大幅に増加するこ
とが予想されている。これに伴い県の機関
では１６年度から水質検査依頼を受けないこ

ととした。
水質基準項目は、平成１５年５月３０日に新
水質基準に関する省令が公布され、改正前
の４６項目から５０項目に拡充強化され、併せ
て、これらを補完するため、２７項目に水質
管理目標が設定された。
これら各種の項目に係る水質検査が適正
に実施され、もって水道水の安全性を常時、
迅速に確認できる水質検査体制の整備拡充
を図っていく必要がある。

エ 水道の計画的整備
本県は、地形が複雑で集落が点在するな

どの地理的状況などから簡易水道や小規模
な水道施設が多く、将来的にはこれらの水
道施設の統合や広域化を図る必要がある。
当面、全国的に見て低位にある水道普及率
の早期向上を図るべく、特に普及率の低い
過疎市町村における水道の普及を促進する
ため、簡易水道等施設整備費国庫補助事業
を実施する市町村に対し、昭和５４年度から
県費による助成を行っている。また、平成
２年度からは、水源開発を目的とした「地
下水試錐事業（テストボーリング）」に対し

ても助成を行っており、これらの支援を背
景に水道の計画的な整備を進めていく中、
１市町村１水道を基本に小規模水道等の公
営水道への統合を推進していくこととする。
なお、水道の整備に当たっては、地震や
渇水に強い水道施設の整備を促進するため、
非常時用貯水槽や停電時用予備電源、水道
事業間相互の連絡管など緊急時対策施設の
整備を図ることとする。また、水道施設の
機能向上・漏水防止対策のために、老朽施
設の改善、建築物の３階以上への直接給水
など給水サービス向上を目指した施設整備
を図ることとする。

第３節 土壌・地盤環境の保全

１ 土壌汚染防止対策等の推進

� 土壌汚染防止対策等の推進
近年、土壌汚染対策の確立を求める社会的

要請が強まる中、人の健康の保護と環境の保
全を確保するため、土壌汚染の状況の調査、
土壌汚染に係る指定区域の指定等を内容とす
る「土壌汚染対策法」が平成１５年２月１５日か
ら施行された。本県では、同法の適切な施行
を図るため、平成１４年６月に環境省が策定し
た「土壌汚染のリスク情報管理マニュアル」
に基づいて、土壌汚染の可能性のある土地等
について、リスク情報の収集、管理を行うと
ともに、有害物質使用特定事業場の実態把握
を行った。
なお、平成１６年３月３１日現在、県内には同

法に基づく指定区域はない。
また、農用地の土壌汚染については、「農
用地の土壌の汚染防止等に関する法律」によ
りカドミウム、銅及び砒素が特定有害物質と
して定められており、必要に応じて土壌汚染
防止対策を実施している。
県内では、長谷緒地域（緒方町）が昭和５８

年３月に「農用地土壌汚染対策地域」に指定
されたが、昭和６１年度から平成２年度まで公
害防除特別土地改良事業を実施し、確認調査
結果に基づき、平成６年３月に対策地域指定
が解除されたので、現在、県内には指定地域
はない。
地盤沈下については、「工業用水法」及び
「ビル用水法」により、地下水の採取規制が
行われてきたが、未然防止の面からは十分で

年 度 ８ ９ １０ １１ １２ １３ １４ １５ 平成２２
普及率（％） ８７．０ ８７．５ ８８．０ ８８．３ ８８．６ ８８．７ ８８．７ ８８．８ ９６．０（目標値）

表２－２－２－２ａ 水道普及の現況と目標値
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なく地盤沈下とこれに伴う被害が著しく、緊
急に防止する必要のある地域も見られるため、
昭和５６年１１月に地盤沈下防止等対策関係閣僚
会議が設置された。その後、濃尾平野、筑後
・佐賀平野及び関東平野北部については、地

盤沈下防止等対策要綱に基づき各種対策が講
じられ今日に至っている。
なお、県内においては、地盤沈下の事例は
見られない。

第４節 化学物質による環境汚染の防止

１ ダイオキシン類対策

� ダイオキシン類対策の概況
ダイオキシン類は、工業的に製造する物質

ではなく、廃棄物など物の焼却の過程で非意
図的に発生する物質である。環境中の濃度は
微量であり、通常の生活における暴露レベル
では、健康影響を生じることはないが、発ガ
ン性や催奇形性を有することから、適切な対
応が求められている。
このため国においては、平成１１年３月のダ

イオキシン対策関係閣僚会議において、平成
１４年度までにダイオキシン類の排出総量を平
成９年に比べて約９割削減することを目標と
する「ダイオキシン対策推進基本指針を策定
した。さらにダイオキシン対策の一層の推進
を図るため、平成１１年７月に「ダイオキシン
類対策特別措置法」を制定、平成１２年１月か
ら施行された。法では、耐容１日摂取量（ヒ
トが一生涯にわたり毎日摂取し続けても健康
に対する有害な影響がないと判断される１日
当たりの摂取量）や大気、水質、土壌の環境
基準が定められるとともに、廃棄物焼却炉等
の排出ガス・排出水の規制基準、汚染土壌等
に関する措置等が定められた。
県では、ダイオキシン類の主要な発生源で

ある廃棄物焼却炉の排出抑制を図るため、平
成９年度から市町村等のごみ焼却施設等に対
する削減指導、平成１０年度からは大気、底質
等における環境汚染の実態調査を行うととも
に、平成１１年度には、ダイオキシン類分析室
と分析装置を衛生環境研究センターに整備し
た。さらに、法の規制対象である産業廃棄物
焼却炉や小型廃棄物焼却炉に対して、特定施
設の使用届出等を受理するとともに、平成１２
年度から、排出ガス等に含まれるダイオキシ
ン類の自主測定結果の報告を受け、これを公
表している。また、平成１４年１２月に特定施設
の排出ガス基準が強化されたため、新基準に
適合するよう、廃棄物焼却炉の指導を強化し
た。

また、知事にダイオキシン類の常時監視が
義務づけられたことから、平成１２年度から、
廃棄物焼却施設の周辺地域や一般の環境にお
ける大気、河川、海域、土壌等について総合
的に調査を実施し、公表している。

� 環境の概況
県下のダイオキシン類汚染の実態を把握す
るため、１５年度は県下の大気、河川、湖沼、
海域の水質と底質、地下水及び土壌の一般環
境調査及び発生源周辺環境調査を実施した。
環境基準を表２－２－４－１ａに示す。なお、
大分市内の調査は、大分市が実施した。

ア 大気
県下の６市３町１３地点において大気中の
ダイオキシン類の調査を実施した。
各調査地点ごと、年４回の平均値を資料
編３大気関係資料表大気１１に示す。
各地点の平均値は、０．００８４～０．１６ｐｇ－
ＴＥＱ／Ｎ�の範囲内にあり、全調査地点
で大気環境基準値の０．６ｐｇ－ＴＥＱ／Ｎ

環境質 基 準 値
大 気 年平均値０．６ｐｇ－ＴＥＱ／�以下
水 質 年平均値１ｐｇ－ＴＥＱ／Ｌ
底 質 １５０ｐｇ－ＴＥＱ／ｇ以下
土 壌 １，０００ｐｇ－ＴＥＱ／ｇ以下

備 考
１ 基準値は、２，３，７，８‐四塩化ジベンゾ‐パラ‐ジ

オキシンの毒性に換算した値（ＴＥＱ）とする。
２ 大気及び水質の基準値は、年間平均値とする。
３ 土壌については、環境基準が達成されている

場合であって、土壌のダイオキシン類の量が
２５０ｐｇ－ＴＥＱ／ｇ以上の場合には、必要
な調査を実施することとする。

４ 耐容１日摂取量（ＴＤＩ）は、４ｐｇ－ＴＥＱ
／ｋｇ／日である。

表２－２－４－１ａ ダイオキシン類の環境基準
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�を下回っている。

イ 水質
１５河川１８地点、１湖沼１地点、６海域６
地点、地下水２９地点において水質調査を実
施した。各地点の測定値は０．０１～０．３１ｐｇ
－ＴＥＱ／Ｌの範囲にあり、全調査地点で
水質環境基準値１ｐｇ－ＴＥＱ／Ｌを下回
っている。各調査地点ごとの調査結果を資
料編３大気関係資料表大気１１に示す。

ウ 底質
１２河川１５地点、１湖沼１地点、６海域６
地点において底質調査を実施した。各地点
の測定値は０．１６～７．１ｐｇ－ＴＥＱ／ｇの
範囲にあり、全調査地点で底質環境基準値
１５０ｐｇ－ＴＥＱ／ｇを下回っていた。各
調査地点ごとの調査結果を資料編３大気関
係資料表大気１１に示す。

エ 土壌
公園等１８地点において土壌調査を実施し

た。各地点の測定値は０．０００２１～４．１ｐｇ－
ＴＥＱ／ｇの範囲にあり、全調査地点で土
壌環境基準値１，０００ｐｇ－ＴＥＱ／ｇを下
回っていた。
各調査地点ごとの調査結果を資料編３大
気関係資料表大気１１に示す。

� 特定事業場の監視・指導

ア 特定施設の届け出状況
ダイオキシン類対策特別措置法に基づく
特定施設の届出の状況は、表２－２－４－
１ｂ及び表２－２－４－１ｃに示すとおり、
大気基準適用施設は９６特定事業場の１２０特
定施設、水質基準適用施設は１９特定事業場
の３０特定施設である。

イ 自主測定結果
ダイオキシン類対策特別措置法では、特

定施設の設置者は、毎年１回以上ダイオキ
シン類の測定を行い、その結果を知事（大
分市内は大分市長）に報告し、知事及び市
長はその結果を公表することとなっている。
１５年度の排ガスの測定結果については８２
施設から報告があり、測定結果は、
０．００００００６～９．９ｎｇ－ＴＥＱ／Ｎ�の範囲
であり、全ての施設でダイオキシン類の排
出基準に適合していた。
結果値の内訳を表２－２－４－１ｄに示

す。
排出水の測定結果は、４特定事業場から
報告があり測定結果は０．００４３～０．０９４ｐｇ
－ＴＥＱ／Ｌの範囲で、全ての事業場で排
水基準に適合していた。
ばいじん、焼却灰及び燃え殻の測定結果
は、５８施設から報告があり、測定結果は０
～２４．１ｎｇ－ＴＥＱ／ｇの範囲であり、平
成１４年１２月以降は、ダイオキシン類の濃度
が３ｎｇ－ＴＥＱ／ｇを超えるものは、特
別管理廃棄物としての処分が必要となって
いる。（表２－２－４－１ｅ参照）

特 定 施 設 の 種 類 特定施設数 特定事業場数
カーバイド法アセチレンの製造の用に供するアセチレン洗浄施設 １ １
廃棄物焼却炉から発生するガスを処理する施設のうち

イ－廃ガス洗浄処理施設
１２ ９

〃 ロ－湿式集じん施設灰の １１ ４
貯留施設（汚水又は廃液を排出するもの） ３ ３

水質基準対象施設を設置する工場又は事業場から排出される水の処理施設 ３ ２
合 計 ３０ １９

特 定 施 設 の 種 類 特定施設数 特定事業場数

廃棄物焼却炉（焼却能力別）
４，０００�／時以上 １０ ５
２，０００�／時以上４，０００�／時未満 １７ １１
２，０００�／時未満 ８９ ７８

焼結鉱の製造用焼結炉 ２ １
アルミニウム合金の製造用溶解炉 ２ １

合 計 １２０ ９６

表２－２－４－１ｂ 大気基準適用の特定施設

（注１）平成１６年３月３１日現在 （注２）特定事業場数には重複がある。

表２－２－４－１ｃ 水質基準適用の特定施設

（注１）平成１６年３月３１日現在 （注２）特定事業場数には重複がある。
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ウ 事業場監視
大気基準対象施設等を設置する４事業場、

６施設で、排出ガスの監視調査を実施し、
すべて排出基準を満足することを確認した。
水質基準対象施設を設置する２事業場、

２施設で、排出水の監視調査を実施し、す
べて排出基準を満足することを確認した。

２ 化学物質に関する環境調査

人類がこれまでに作り出した化学物質は膨大
な数にのぼり、さらに年々新しい化学物質が開
発されている。これら化学物質は、様々な用途
に有用性を持ち、現代生活のあらゆる面で利用
され、人類の生活の向上に寄与している。その
反面、化学物質の中には、その製造、流通、使
用、処理等のあらゆる過程で環境中に放出され、
環境中での残留、食物連鎖による生物濃縮など
により、人の健康や生態系に有害な影響を及ぼ
すものがある。
国においては、平成１２年１２月に策定された「環

境基本計画」において、化学物質による環境汚
染は不確実性を伴う環境問題の一つとして捉え、
その対処は今日の環境政策の重要な課題である
とされている。
国は、昭和４９年度から化学物質環境汚染実態

調査により化学物質の一般環境中の残留状況を
調査し、公表してきた。平成１４年度からは、「特
定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理
の改善の促進に関する法律」（ＰＲＴＲ法）や環
境リスク評価等の施策に直結するための初期環
境調査、暴露量調査及びモニタリング調査が実
施されている。
本県では、昭和６０年度から環境庁（当時）の

委託を受けて化学物質環境汚染実態調査を実施

しているほか、元年度からは未規制の化学物質
について次のとおり県独自の調査を実施してい
る。

� 未規制化学物質調査

ア 有機スズ化合物
有機スズ化合物は、船底塗料や漁網への
効果の高い防汚剤として使用されていたが、
昭和６０年度の環境庁調査（生物モニタリン
グ）において、魚介類からトリブチルスズ
化合物が比較的高濃度で検出されたため、
国の関係省庁及び業界団体において昭和６２
年２月以降使用自粛の措置が取られた。更
に昭和６３年４月以降順次、トリブチルスズ
化合物及びトリフェニルスズ化合物が「化
学物質の審査及び製造等の規制に関する法
律」に基づく指定化学物質となり現在ビス
（トリブチルスズ）＝オキシド（ＴＢＴＯ）
が第１種特定化学物質に指定されて解放系
用途への使用が禁止されるとともに、トリ
フェニルスズ化合物７物質及びＴＢＴＯを
除くトリブチルスズ化合物１３物質が第２種
指定特定化学物質に指定され、製造輸入数
量等の規制が行われている。
本県においては、平成４年度から海域で
の有機スズ化合物（トリブチルスズ化合物
及びトリフェニルスズ化合物）の調査を実
施しており、平成１５年度の調査結果は表２
－２－４－２－１のとおりであり、国が水
生生物の保護の観点から暫定的に設定した
目安値と比較すると、船だまり、ドック周
辺においてこの目安値を超えたところはな
かった。

種 類 規 模（焼却能力） 特定施設数 測 定 結 果

廃棄物焼却炉
４，０００�／時以上 ７ ０．００２９ ～２．１
２，０００�／時以上４，０００�／時未満 １３ ０．０００００１～２４．１
２，０００�／時未満 ３８ ０～９．７

合 計 ５８ －

特 定 施 設 の 種 類 施設数 測定結果 基 準 値

廃棄物焼却炉
（焼却能力別）

４，０００�／時以上 １０ ０．００００１１～０．６６ 既設：１ 新設：０．１
２，０００�／時以上４，０００�／時未満 １５ ０．００００２ ～１ 既設：５ 新設：１
２，０００�／時未満 ５３ ０．００００００６～９．９ 既設：１０ 新設：５

焼結鉱の製造用焼結炉 ２ ０．００１９ ～０．１７ 既設：１ 新設：０．１
アルミニウム合金の製造用溶解炉 ２ ０．２２ 既設：５ 新設：１

合 計 ８２ －

表２－２－４－１ｄ 排ガス測定結果の報告内容 （単位：ｎｇ－ＴＥＱ／Ｎ�）

表２－２－４－１e ばいじん及び焼却灰等の測定結果 （単位：ｎｇ－ＴＥＱ／ｇ）
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水 域 名 測定地点
調 査
年 月 日

調査結果（μｇ／�）
トリブチルスズ
化合物（ＴＢＴ＋）

トリフェニルスズ
化合物（ＴＰＴ＋）

豊 前 海
地 先

ＳＵＳｔ－６
１５．７．２ ＜０．００３ ＜０．００４
１６．１．６ ＜０．００３ ＜０．００４

別 府 港 ＢＳｔ－９
１５．８．４ ＜０．００３ ＜０．００４
１６．２．２ ＜０．００３ ＜０．００４

別 府 湾
中 央

ＢＳｔ－１２
１５．８．４ ＜０．００３ ＜０．００４
１６．２．２ ＜０．００３ ＜０．００４

臼 杵 湾 ＵＳｔ－２
１５．７．１ ＜０．００３ ＜０．００４
１６．１．２７ ＜０．００３ ＜０．００４

津 久 見 湾 ＴＳｔ－１
１５．７．１ ＜０．００３ ＜０．００４
１６．１．２７ ＜０．００３ ＜０．００４

佐 伯 湾
（甲）

ＳＳｔ－２
１５．８．２５ ＜０．００３ ＜０．００４
１６．２．１６ ＜０．００３ ＜０．００４

佐 伯 湾
（丁）

ＳＳｔ－９
１５．８．２５ ＜０．００３ ＜０．００４
１６．２．１６ ＜０．００３ ＜０．００４

下 ノ 江
（遠湾）

１５．９．８ ＜０．００３ ＜０．００４
１６．１．２６ ＜０．００３ ＜０．００４

下 ノ 江
（近湾）

１５．９．８ ＜０．００３ ＜０．００４
１６．１．２６ ＜０．００３ ＜０．００４

環境庁が定
めた目安値

公共用水域 ０．０１ ０．０１
船溜、ドック周辺 ０．１ ０．１

測 定
地 点 名

河 川 名
調 査
年 月 日

調査結果（μｇ／�）
ノニル

フェノール
４‐オクチル
フェノール

下 唐 原
（中津市）

山 国 川
１５．９．１６ ＜０．３ ＜０．３
１６．１．１６ ＜０．３ ＜０．３

白 岩 橋
（院内町）

駅 館 川
１５．９．１６ ＜０．３ ＜０．３
１６．１．１６ ＜０．３ ＜０．３

永 世 橋
（杵築市）

八 坂 川
１５．９．１６ ＜０．３ ＜０．３
１６．１．１６ ＜０．３ ＜０．３

協 心 橋
（玖珠町）

玖 珠 川
１５．９．１６ ＜０．３ ＜０．３
１６．１．１６ ＜０．３ ＜０．３

武 宮
（庄内町）

大 分 川
１５．９．１６ ＜０．３ ＜０．３
１６．１．１６ ＜０．３ ＜０．３

同 尻 橋
（挾間町）

大 分 川
１５．９．１６ ＜０．３ ＜０．３
１６．１．１６ ＜０．３ ＜０．３

府 内 大 橋
（大分市）

大 分 川
１５．９．７ ＜０．３ ＜０．３
１６．１．１０ ＜０．３ ＜０．３

白 滝 橋
（大分市）

大 野 川
１５．９．７ ＜０．３ ＜０．３
１６．１．１０ ＜０．３ ＜０．３

野 口
（野津町）

大 野 川
１５．９．７ ＜０．３ ＜０．３
１６．１．１０ ＜０．３ ＜０．３

百 枝
（三重町）

大 野 川
１５．９．７ ＜０．３ ＜０．３
１６．１．１０ ＜０．３ ＜０．３

表２－２－４－２－１ 未規制化学物質調査（有機スズ化合物）

ＴＢＴ＋＝０．８９１×ＴＢＴ塩化物濃度
ＴＰＴ＋＝０．９０８×ＴＰＴ塩化物濃度

表２－２－４－２－２ 未規制化学物質調査（ノニルフェノール、４‐オクチルフェノール）
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（出荷量で推定。農薬要覧（日本植物防疫協会発行）より）

イ ノニルフェノール等
工業用洗剤の原料として使用されている

ノニルフェノールやプラスチックの可塑剤
に含まれる４－オクチルフェノールについ
て、魚類に対する環境ホルモン作用が確認
されたことから、平成１４年度からノニルフ
ェノールを、平成１５年度からは併せて４－
オクチルフェノールの調査を河川において
実施している。平成１５年度の調査結果は、
表２－２－４－２－２のとおりである。

� ＰＲＴＲ法
平成１１年７月に、「化学物質の環境への排
出量の把握等及び管理の改善の促進に関する
法律」（ＰＲＴＲ法）が成立し、事業者は都道
府県を経由して化学物質の排出・移動量を国
に届出することになった。
ＰＲＴＲ（Pollutant Release and

Transfer Register）とは、有害性のある多
種多様な化学物質が、どのような発生源から、
どれくらい環境中に排出されたか、あるいは
廃棄物に含まれて事業所外に運び出されたか
というデータを把握、集計し公表する仕組み
である。
環境省は、ＰＲＴＲ制度の円滑な導入に向

けて、平成１２、１３年度の２か年でパイロット
調査を実施し、本県は平成１３年度に当該調査
を実施した。平成１４年度から同法が全面施行
されており、１５年度は、３５８事業所から届出
がされた。

� 毒ガス弾等に関する取組
平成１４年９月以降、神奈川県寒川町や平塚
市の道路建設現場等、茨城県神栖町の井戸等
において、旧日本軍の毒ガス弾によるものと
思われる健康被害が発生した。これらの問題
を契機として、国は国内における毒ガス弾等
による問題に対応するため、昭和４８年の「旧
軍毒ガス弾等全国調査」のフォローアップ調
査を行い、平成１５年１１月にその結果を取りま
とめた。
更に１２月１６日にはこの調査結果を踏まえ、
毒ガス弾等の被害の未然防止のための施策を
政府全体が一体となって実施するため、「国
内における毒ガス弾等に関する今後の対応方
針について」を閣議決定し、この問題に対応
している。 県内においても、終戦時に毒ガ
ス弾が保有され、海中投棄されたなどの情報
が確認されていることから、県では、国の方
針を受けて、国と一体となってフォローアッ
プ調査を実施し、その結果を公表するととも
に、毒ガス弾等による事故を未然に防止する
ため、関係機関・団体等に周知を行った。

３ 農薬危害防止等の対策

� 農薬危害防止等の対策に係る最近の情勢
農薬は、農業生産の安定を図る上で欠くこ
とのできない重要な資材であるが、その使用
方法を誤ると、人畜、魚介類への被害や残留
による食品、土壌、水質の汚染等、人の健康
や生活環境の保全上問題が生じてくる。
このため、農薬による危被害の防止には諸
般の対策が講じられており、特に農作物、土
壌の汚染及び水質の汚濁等で問題のある農薬
は、農薬取締法において使用規制を受けるな
ど、安全性について厳しい措置がとられてい
る。
また、農薬取締法は、平成１４年に無登録農
薬販売、使用問題が全国に拡大したことを契
機に平成１５年３月に改正、施行された。これ
により、農薬の使用者が遵守すべき基準が法
的に定められる等、食の安全に対する対策が
さらに強化された。
県内における単位面積当たりの農薬の使用
量は、全国平均より少なく、環境保全型農業
の推進等により、図２－２－４－３のとおり
漸減傾向にある。

図２－２－４－３ １０ａ当たり農薬使用量の推移
（大分県と全国平均の比較）

� 農薬安全使用対策
農薬の適正使用、安全使用を図るため、県
では以下のとおり対策を実施した。

ア 農薬危害防止運動の実施
農薬による危害を未然に防止するため、
６月を農薬危害防止運動月間に定め、ラジ
オＣＭやリーフレット等による広報を行う
とともに農業振興普及センター等関係機関
が講習会等において趣旨の徹底を図った。

イ 農薬の適正使用指導の実施
改正農薬取締法の周知徹底を図るため、
各種研修会を通じて説明会を開催するとと
もに、各地域、各機関での周知促進をはか
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った。

ウ 防除指導指針の策定
農薬の適正かつ安全な使用を推進するこ

とと、関係者へ広く速やかな情報提供を図
るため、「大分県主要農作物病害虫及び雑
草防除指導指針」をインターネットによる
検索システムとして開発し、公開した。

エ 大分県農薬指導士の認定
農薬販売業者、防除業者等の農薬取扱者

及び指導者の資質向上と農薬安全使用の促
進を図るため、農薬指導士養成研修及び認

定試験を実施した結果、新たに３８名が認定
され合計４６２名となった。

オ 農薬指導取締
農薬販売業者や農薬使用者を対象に、農
薬の危害防止や適正流通及び、農薬の適正
使用促進を図るため、必要に応じて立ち入
り調査を行い、農薬の販売、保管管理の及
び農薬取締法遵守の徹底に努めた。
また、ゴルフ場業者に対しては、「ゴル
フ場における農薬の安全使用に関する指導
要綱」に基づく指導を行うとともに農薬使
用実績調査を実施した。

第５節 廃棄物の発生抑制と適正処理

１ ３Ｒ（リデュース、リユース、リサイク
ル）の推進

私たちは、これまでの大量生産・大量消費・
大量廃棄型の行動様式を見直し、廃棄物を出さ
ない社会、すなわち、限りある資源やエネルギ
ーを有効に利用し、地球環境に負荷の少ない「資
源循環型」の社会への転換を迫られている。
こうした社会の実現を目指し、平成７年６月

に「容器包装に関する分別収集及び再商品化の
促進に関する法律（容器包装リサイクル法）」が、
平成１０年６月に「特定家庭用機器再商品化法（家
電リサイクル法）」が制定された。
つづいて、平成１２年６月の「循環型社会形成

推進基本法」制定に前後して「建設工事に係る
資材の再資源化等に関する法律（建設リサイク
ル法）」、「食品循環資源の再生利用等の促進に
関する法律（食品リサイクル法）」、「資源の有
効な利用の促進に関する法律（資源有効利用促
進法）」、「国等による環境物品等の調達の推進
等に関する法律（グリーン購入法）」が制定され
た。
さらに、平成１４年７月には「使用済み自動車

の再資源化等に関する法律（自動車リサイクル
法）」が制定されるなど着実に施策が遂行されて
きている。
本県においても、これらを受けて平成１４年３

月に、新たな廃棄物対策の取組指針として「大
分県廃棄物処理計画」を策定し、廃棄物の減量
や適正処理などに関する目標を定めて、廃棄物
の種類ごとに排出抑制（リデュース）、再使用
（リユース）、再生利用（リサイクル）の３Ｒ
に沿った取組を進めている。

なお、これらの取組を確実に進めるためには、
県民・事業者・行政が役割分担しながら、地域
社会が一体となって取り組むことが必要であり、
平成１５年度に発足した「ごみゼロおおいた作戦
県民会議」の「ごみ減量・リサイクル部会」の
提言を県の具体的施策に反映させている。
また、産業廃棄物の排出が依然として高水準
で推移していることから、排出抑制やリサイク
ルを促進するための経済的手法や実効性のある
ルールづくりが必要となっている。
九州各県と歩調を合わせて導入に至った産業
廃棄物税については、平成１６年６月の県議会で
条例化され、平成１７年度から徴収が開始される
が、循環型社会形成のための目的税としての効
果を最大限に発揮するよう、その税収を活用し
て、廃棄物の再資源化などリサイクル等の取り
組みへの支援、適正処理の推進、基盤整備の促
進に加え、啓発広報や環境教育の推進などの施
策に重点的に取り組むこととしている。

２ 一般廃棄物の発生抑制と適正処理

� 一般廃棄物の現況

ア ごみ処理の現況（平成１４年度）
県内で排出されたごみの量は、表２－２
－５－２ａ及び図２－２－５－２ａのとお
り、１日あたり１，３５３トンと推計され、前
年度と比較して１．５％減少している。
このうち、市町村（一部事務組合を含む）

が処理したごみは、１日あたり１，３５０トン
（排出量の９９．８％）で残りは、自家処理さ
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れているものと推計される。
また、これらのごみを処理するごみ処理

施設は、ごみ焼却施設１７施設（公称処理能
力１，６０８ｔ／日）、粗大ごみ処理施設６施設
（公称処理能力２８４ｔ／日）、粗大ごみ処理
施設以外の資源化を行う施設１１施設（公称
処理能力１３５．５ｔ／日）及び埋立処分地施設
２１施設（残余容量２，０８７千�）となってい
る。

図２‐２‐５‐２ａ ごみ処理実績内訳
（平成１４年度）

（ｔ／日）

イ し尿処理の現況（平成１４年度）
県内で排出されたし尿の量は、表２－２

－５－２ｂ及び図２－２－５－２ｂのとお
り、１日あたり、１，２６９�と推計され、こ
れは前年度と比較して２％減となっている。
このうち市町村（一部事務組合を含む）が
処理したし尿は、１日あたり、１，２１５�（排
出量の約９５．７％）で残りは、自家処理され
ているものと推計される。
また、これらのし尿を処理するし尿処理

施設は、１９施設（公称処理能力１，３１１�／
日）である。なお、近年水質汚濁防止の観
点から、し尿処理施設の放流水の高度処理
を行う市町村が増加しており、処理水を公
共用水域に放流する１９施設のうち１５施設が
高度処理設備を設けている。

図２‐２‐５‐２ｂ し尿処理実績内訳
（平成１４年度）

（�／日）

ウ 浄化槽の設置状況（平成１５年度）
浄化槽の設置基数は、ライフスタイルの
多様化、高度化により便所の水洗化に対す
る要望が高まる中で図２－２－５－２ｃ及
び表２－２－５－２ｃのとおり、平成１５年
度末においては、約１４万８千基、前年と比
較すると約３千基増加している。
また、国及び県の合併処理浄化槽の設置
整備補助事業を活用して、平成１５年度には
大分市ほか１０市３５町１０村が設置者に対する
補助事業を実施している。

図２－２－５－２ｃ 浄化槽設置基数の推移

区 分 １１年度 １２年度 １３年度 １４年度

計画処理区域内人口（千人）１，２４０．８８１，２３８．３２１，２３６．１７１，２３４．３３

計画処理区域内ごみ排出量（ｔ／日） １，５５６ １，３６２ １，３７３ １，３５３

ご
み
処
理
量

焼 却 １，００５ １，０４７ １，０６３ １，０４９

埋 立 ２９１ １００ ８３ ４０

高 速 堆 肥 １ １ １ ０

そ の 他 ２４１ ２０２ ２１５ ２６１

計（ｔ／日） １，５３８ １，３５０ １，３６２ １，３５０

自 家 処 理 量（ ｔ ／ 日 ） １８ １２ １１ ３

計画処理区域内１人１日あたりごみ排出量（ｇ） １，２５４ １，１００ １，１１１ １，１０６

１人１日あたりごみ排出量（全国値）（ｇ） １，１１４ １，１３２ － －

区 分 １１年度 １２年度 １３年度 １４年度
計画処理区域内人口（千人）１，２４０．８８１，２３８．３２１，２３６．１７１，２３４．３３
計画処理区域内し尿排出量（�／日） １，３３３ １，２９１ １，２９５ １，２６９

し
尿
処
理
量

し 尿 処 理 施 設 １，１９９ １，１９２ １，１９５ １，１８７
海 洋 投 入 処 分 ４５ ３０ ３０ ２８
農 地 還 元 ０ ０ ０ ０
そ の 他 ０ ０ ０ ０

計（�／日） １，２４４ １，２２２ １，２２５ １，２１５
自 家 処 理 量（ � ／ 日 ） ８９ ６９ ７０ ５４

計
画
人
口

下 水 道 人 口（ 人 ） ３２１，３８１ ３３２，９６４ ３４７，８６１ ３６３，２６２
コミニティプラント（人） ８５９ ９２０ ９３４ １，２８６
浄 化 槽 （ 人 ） ５７５，０１１ ５８６，９７９ ５９０，８２３ ５９２，０５２

計（人） ８９７，２５１ ９２０，８６３ ９３９，６１８ ９５６，６００
非 水 洗 化 人 口（ 人 ） ３４３，６３４ ３１７，４６３ ２９６，５４８ ２４４，１３１

表２－２－５－２ｂ し尿処理状況の推移

表２－２－５－２ａ ごみ処理状況の推移
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人 槽

種 類

合 計
５
～
２０

２１
～
１００

１０１
～
２００

２０１
～
３００

３０１
～
５００

５０１
～
１，０００

１，００１
～
２，０００

２，００１
～
３，０００

３，００１
～
４，０００

４，００１
～
５，０００

５，００１
～

１０，０００

１０，００１
～

単

独

腐 敗 型 １６，２５６ １３，１１１ ２，６３５ ４１６ ６１ ２９ ４ ０ ０ ０ ０ ０ ０

ば っ 気 型 ２８，５２７ ２４，２６５ ３，８９６ ２７６ ５３ ３４ ３ ０ ０ ０ ０ ０ ０

そ の 他 ２１７ １５９ ４７ １０ １ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０

小 計 ４５，０００ ３７，５３５ ６，５７８ ７０２ １１５ ６３ ７ ０ ０ ０ ０ ０ ０

合

併

散 水 ろ 床 ３ ０ １ １ ０ ０ １ ０ ０ ０ ０ ０ ０

活 性 汚 泥 ３９８ ３ ４８ １６３ ６２ ７６ ２６ １１ ６ ２ ０ １ ０

そ の 他 ９ ０ １ １ ３ ０ ２ ２ ０ ０ ０ ０ ０

小 計 ４１０ ３ ５０ １６５ ６５ ７６ ２９ １３ ６ ２ ０ １ ０

合 計 ４５，４１０ ３７，５３８ ６，６２８ ８６７ １８０ １３９ ３６ １３ ６ ２ ０ １ ０

人 槽

種 類

合 計
５
～
１０

１１
～
２０

２１
～
５０

５１
～
１００

１０１
～
２００

２０１
～
３００

３０１
～
５００

５０１
～
１，０００

１，００１
～
２，０００

２，００１
～
３，０００

３，００１
～
４，０００

４，００１
～
５，０００

５，００１
～

１０，０００

単

独

分離接触ばっ気 ４６，１９３ ０ ４０，２０４ ５，６１７ ２２１ １１３ ２１ １５ １ ０ １ ０ ０ ０

分 離 ば っ 気 １８，２２１ ０ １７，２２２ ９１０ ６６ １４ ６ ３ ０ ０ ０ ０ ０ ０

散 水 ろ 床 ５ ０ ５ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０

そ の 他 ８ ０ ５ ２ ０ １ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０

小 計 ６４，４２７ ０ ５７，４３６ ６，５２９ ２８７ １２８ ２７ １８ １ ０ １ ０ ０ ０

合

併

分離接触ばっ気 １，６３９ ４８０ ２９１ ７６８ ５５ ３０ ９ ５ ０ ０ １ ０ ０ ０

嫌気ろ床接触ばっ気 ２０，９７０ ２０，２１７ ５３３ １７９ ２１ １２ ４ ２ ２ ０ ０ ０ ０ ０

脱窒ろ床接触ばっ気 ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０

回 転 板 接 触 ３ ０ ０ ０ ０ ０ １ ０ ０ ２ ０ ０ ０ ０

接 触 ば っ 気 ２，５７９ ０ ６９ ６５ １，０３２ ８３８ ３２２ １７７ ５０ １９ ７ ０ ０ ０

散 水 ろ 床 １ ０ ０ １ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０

長時間ばっ気 ２１７ ０ ２ ０ ３ １７ ４６ ７２ ３６ ２６ ８ ５ １ １

標準活性汚泥 ２ ０ ０ ０ ０ １ ０ ０ ０ １ ０ ０ ０ ０

接触ばっ気・砂ろ過 ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０

凝 集 分 離 ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０

接触ばっ気・活性炭 ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０

凝集分離・活性炭 ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０

硝 化 液 循 環 ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０

３次処理脱窒・脱燐 ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０

そ の 他 １２，６２３ ９，９８１ １，８９６ ５６０ ８３ ３３ ２２ １９ １５ １３ ０ １ ０ ０

小 計 ３８，０３４ ３０，６７８ ２，７９１ １，５７３ １，１９４ ９３１ ４０４ ２７５ １０３ ６１ １６ ６ １ １

合 計 １０２，４６１ ３０，６７８ ６０，２２７ ８，１０２ １，４８１ １，０５９ ４３１ ２９３ １０４ ６１ １７ ６ １ １

人 槽

種 類

合 計
５
～
２０

２１
～
１００

１０１
～
２００

２０１
～
３００

３０１
～
５００

５０１
～
１，０００

１，００１
～
２，０００

２，００１
～
３，０００

３，００１
～
４，０００

４，００１
～
５，０００

５，００１
～

１０，０００

１０，００１
～

単 独 １０９，４２７ ９４，９７１ １３，３９４ ８３０ １４２ ８１ ８ ０ １ ０ ０ ０ ０

合 併 ３８，４４４ ３３，４７２ ２，８１７ １，０９６ ４６９ ３５１ １３２ ７４ ２２ ８ １ ２ ０

計 １４７，８７１１２８，４４３ １６，２１１ １，９２６ ６１１ ４３２ １４０ ７４ ２３ ８ １ ２ ０

表２－２－５－２c 浄化槽の規模別・種類別設置状況（１５年度末現在）
� 旧構造基準適用のもの（昭和５６年７月建設省告示１２９２号前）

� 新構造基準適用のもの（昭和５６年７月建設省告示１２９２号後）

単独と合併の計
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エ 一般廃棄物の不法投棄及び苦情処理状況
平成１５年度における県内（大分市を除
く）の一般廃棄物の不法投棄及び苦情処理
の状況は、表２－２－５－２ｄのとおりで
ある。

� 一般廃棄物処理対策
県では、一般廃棄物の適正な処理を推進す

るために次のような対策を講じている。

ア 一般廃棄物処理施設等の整備の促進

�ア 一般廃棄物処理施設の整備状況
一般廃棄物の適正な処理を図るため、

市町村におけるごみ処理施設、し尿処理
施設、埋立処分地施設等の一般廃棄物処
理施設の設置整備を促進している。平成
１５年度における市町村等の一般廃棄物処
理施設の整備状況は、表２－２－５－２
ｅのとおりであり、３事業が実施された。

�イ 合併処理浄化槽の設置の推進
平成１２年６月の浄化槽法改正（平成１３

年４月１日施行）により、単独浄化槽の
新設は原則廃止された。また、併せて既
設単独浄化槽についても合併処理浄化槽
へと転換するよう努力義務が設けられた。
こうした状況の中で既設単独浄化槽の

廃止に向けて市町村、関係業界と連携し

つつ、啓発の取組みを進めている。

イ 一般廃棄物処理施設等の維持管理に関す
る指導

�ア 浄化槽

ａ 立入検査等
浄化槽法においては、浄化槽管理者
等に対して浄化槽が適正に管理等され
るよう、法律の施行に必要な限度にお
いて立入検査等ができることとされて
おり、平成１５年度は６０６件、保健所職
員が立入検査を行った。
浄化槽の保守点検業者については、
「浄化槽の保守点検業者の登録に関す
る条例」に基づき適正な保守点検業務
の指導をしており、平成１５年度末現在
の登録業者数は１２０業者となっている。
また、浄化槽法に基づく知事指定検
査機関（財団法人大分県環境管理協
会）によって、法第７条及び法１１条の
規定による浄化槽の外観、機能及び水
質等に関する検査が実施されている。

ｂ 法定検査
浄化槽は、適正に設置されているか
（７条検査）、保守点検・清掃が適正
に実施されているか（１１条検査）を確
認するため、財団法人大分県環境管理
協会の検査を受けなければならないこ
とになっている。
平成１５年度の法定検査受検状況は、
表２－２－５－２ｆのとおりで、７条
検査の実施率は、平成１５年度中検査対
象となった４，７７８基中４，５２８基で９４．８％、
また１１条検査は１４０，７９５基中２３，１１２基
で１６．４％と低く、また検査結果につい
ては表２－２－５－２ｇのとおりで、
不適正件数が７条検査で８２基、１１条検
査で５６４基となっている。

ｃ 今後の方針
浄化槽の法定検査は、浄化槽対策を
進める上で必要な検査であることから、
浄化槽管理者に対し啓発、指導を強化
し受検の促進を図ることとしている。

区分
不法投棄件数 苦 情 件 数

１４年度 １５年度 １４年度 １５年度
ご み ２９ １６ ４０ ２９
し 尿 １ １ － ９
浄化槽 － － ３０ １７
その他 － １ ５ １８
計 ３０ １８ ７５ ７３

事業主体 事業内容 施設規模 施工年度

臼杵市

埋立処分地
施設（新設）

７１，０００� １４～１５

粗大ごみ処
理施設
（新設）

１５ｔ／日 １４～１５

日田玖珠広
域市町村圏
事務組合

汚泥再生処
理センター
（新設）

５２�／日 １５～１６

表２－２－５－２ｄ 一般廃棄物の不法投棄及
び苦情処理状況

表２－２－５－２ｅ 市町村等一般廃棄物処理
施設整備状況（平成１５年
度）
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�イ 焼却施設に係るダイオキシン類排出実
態調査
焼却施設の排ガス中のダイオキシンの

排出削減は、緊急の課題となっているこ
とから、国では、市町村等が設置してい
るすべての焼却施設１４施設からのダイオ
キシンの排出濃度、基準への適合状況等
について把握を行った。
平成１５年度実績については、表２－２

－５－２ｈのとおりであり、全ての施設
において平成１４年１２月１日からの基準値
（１０ｎｇ－ＴＥＱ／Ｎ�）を下回ってい
る。

検査区分

保健所

７ 条 検 査 １１ 条 検 査

件数
判 定

件数
判 定

適正 おおむね適正 不適正 適正 おおむね適正 不適正
国 東 保 健 所 １５２ １００ ４５ ７ ６８３ ５５９ １０４ ２０
中 央 保 健 所 ２０６ １２６ ８０ ０ ６０５ ４２９ １６１ １５
日 出 支 所 ２５０ １６０ ８８ ２ ８８４ ６７８ １７９ ２７
大 分 郡 支 所 ３２８ ２１８ １０１ ９ １，９３８ １，６３６ ２５１ ５１
臼 杵 保 健 所 ３８８ ２４０ １４０ ８ １，４３６ １，１５２ ２３８ ４６
佐 伯 保 健 所 ４７５ ２８７ １７７ １１ １，９９８ １，４８３ ４１７ ９８
三 重 保 健 所 ３６４ ２６１ ９２ １１ ２，１１８ １，８５３ ２１７ ４８
竹 田 保 健 所 ２０１ １２９ ６６ ６ １，４０７ １，１６０ ２１５ ３２
日 田 玖 珠 保 健 所 ２５０ １６０ ８６ ４ １，９２５ １，７５５ １３９ ３１
玖 珠 支 所 ２４５ １６１ ８１ ３ ９７７ ７６５ １９２ ２０
中 津 保 健 所 ３０９ ２２１ ８８ ０ ２，３２３ １，８３１ ４８２ １０
宇 佐 保 健 部 ３０３ ２０４ ９７ ２ １，５５３ １，１３９ ３７７ ３７
高 田 保 健 部 １３２ ９８ ３４ ０ ５５６ ４４２ １０８ ６
大 分 市 保 健 所 ９２５ ６０９ ２９７ １９ ４，７０９ ３，９２９ ６５７ １２３

計 ４，５２８ ２，９７４ １，４７２ ８２ ２３，１１２ １８，８１１ ３，７３７ ５６４

管 理 依 頼
判 定

備 考
適正 おおむね適正 不適正 計

有 ２，９７２ １，１７４ ６４ ４，２１０
無 ０ ２９１ １７ ３０８

自 主 管 理 ２ ７ １ １０
不 明 ０ ０ ０ ０

計 ２，９７４ １，４７２ ８２ ４，５２８

管 理 依 頼
判 定

備 考
適正 おおむね適正 不適正 計

有 １８，７６０ ３，２３９ ３８９ ２２，３８８
無 ０ ４５７ １７２ ６２９

自 主 管 理 ５１ ４１ ３ ９５
不 明 ０ ０ ０ ０

計 １８，８１１ ３，７３７ ５６４ ２３，１１２

表２－２－５－２ｆ 検査実施件数 （平成１５年度）

表２－２－５－２ｇ 維持管理別判定結果
７条検査

１１条検査
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ウ 空き缶散乱防止対策
空き缶の散乱防止については、平成１１年
度に県に設置した「ごみゼロおおいた推進
会議」において、散乱ごみ防止対策に取り
組む中で推進するとともに、九州各県と共
同で九州統一キャンペーンによる啓発活動
を実施した。また、デポジット制度につい
ては、引き続き姫島村が実施した。

�ア 九州各県統一キャンペーン
毎年７月、８月の２ヶ月間を散乱防止

統一キャンペーン期間とするほか、特に
８月は「空き缶散乱防止強化月間」とし
て、九州各県が共同で啓発活動を行った。

ａ 統一美化マークの設定
啓発活動のシンボルとして統一美化

マークを設定し、広報媒体に活用した。

ｂ ラジオスポットによる広報啓発活動
７月、８月の２か月間、各県統一内
容のラジオスポットを流した。
ＯＢＳラジオ，ＦＭ大分
２０秒スポット 延べ６６回

ｃ ポスターの掲示
統一美化マークを刷り込んだ統一ポ
スター１，０００枚を作成、配布した。

�イ デポジット制度
昭和５９年７月に姫島村全体を対象に始
めたデポジット制度は、村民の理解と協
力により好成績をあげ、村民の間に定着
し、クリーン・アイランドづくりの有効
な方策となっている。

事 業 主 体 施 設 名 称 炉番号 測定日
排ガス中のダイオキシン類
濃度（ｎｇ‐ＴＥＱ／Ｎ�）

高田地域衛生事業組合
高田地域衛生事業組合ごみ清掃工
場

１ １５．９．２ ０．０１９
２ １５．９．３ ０．００３１

東国東広域連合 東国東広域連合クリーンセンター
１ １５．３．４ ０．０１７
２ １５．３．３ ０．０２３

姫島村 姫島村清掃センター １ １５．６．５ ３．３

別杵速見地域広域市町村
圏事務組合

藤ケ谷清掃センター
１ １５．１１．１３ ３．４
２ １５．１１．１３ ２．９
３ １５．１１．１４ ０．６６

大分市

大分市佐野清掃センター
１ １５．７．１ ０．０００１
２ １５．７．１２ ０
３ １５．７．１２ ０．０００１

大分市福宗清掃センター
１ １４．１２．２７ ０．００８７
２ １４．１２．２７ ０．００９５
３ １４．１２．２６ ０．０３６

蒲江町 蒲江町クリーンセンター
１ １４．１０．１６ ０．０７１
２ １４．１０．１７ ０．１６

佐伯地域広域市町村圏事
務組合

エコセンター番匠
１ １５．１０．２２ ０．０３５
２ １５．１０．２２ ０．０３２

大野広域連合 大野広域連合清掃センター
１ １５．１０．２８ ２．１
２ １５．１０．２７ ３．７

日田玖珠広域市町村圏事
務組合

日田清掃センター
１ １５．１０．７ ０．４６
２ １５．１０．７ ０．１１

玖珠清掃センター
１ １５．１０．２２ ０．０６１
２ １５．１０．２２ ０．０３１

中津下毛地域広域市町村
圏事務組合

下毛第１清掃センター １ １４．１２．２５ ７．１

中津市 中津市クリーンプラザ
１ １４．１２．１３ １．３
２ １４．１２．１３ ２．２

宇佐清掃事業組合
宇佐市清掃事業組合ごみ焼却セン
ター

１ １５．１．２８ ０．００３２
２ １５．１．２８ ０．００１５

表２－２－５－２ｈ 平成１５年度一般廃棄物焼却施設ダイオキシン類排出実態調査結果（環境省実施））
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エ マイバッグ・キャンペーン
平成１０年度から、買い物の際に買い物袋
を持参し、レジ袋等を削減することにより
ごみの減量化を推進するためにポスター・
チラシを作成し、小売店等に掲示を依頼す
るとともに、ラジオスポットにより消費者
に対する啓発を図った。
また、消費者には「マイバッグ宣言」を、
小売店等事業者には「マイバッグキャンペ
ーン協力宣言」を寄せてもらい、ホームペ
ージで紹介することで、キャンペーンの気
運を高める取組を行っている。平成１６年度
は、九州各県統一の取組としてスイングポ
ップシールを作成、配布するとともに、引
き続き、ポスター・チラシの作成、ラジオ
スポット放送による啓発を図る。また、消
費者から寄せられた「マイバッグ宣言」の
一部を平成１６年度キャンペーンのポスター
・チラシで紹介する。

３ 産業廃棄物の発生抑制と適正処理

� 産業廃棄物の現況
平成１３年度に実施した産業廃棄物実態調査
によると、平成１２年度の本県における産業廃
棄物の発生量は７，６８０千トンと推計され、平
成９年度の７，９７７千トンに比べ３．７％減少して
いる。
また、発生量から有償物量の４，０５６千トン

を除いた排出量は３，６２３千トンとなっており、
平成９年度の３，６８４千トンに比べ１．７％減少し
ている。

ア 地域別産業廃棄物排出量
排出量を地域別にみると、大分臼津地域

が最も多く１，７１３千トン（４７．３％）、次いで
県北地域の４７７千トン（１３．２％）、大野直入
地域４６５千トン（１２．８％）、日田玖珠地域４３１
千トン（１１．９％）、別杵速見地域４１３千トン
（１１．４％）、県南地域１２４千トン（３．４％）
となっている。

イ 業種別産業廃棄物排出量
排出量を業種別にみると、農業が最も多
く１，２３８千トン（３４．２％）、次いで製造業
１，１３２千トン（３１．２％）、建設業７１１千トン
（１９．６％）、電 気・水 道 業４８２千 ト ン
（１３．３％）となっており、この４業種で
３，５６３千トン（９８．３％）となっている。

ウ 種類別産業廃棄物排出量
排出量を種類別にみると、汚泥が最も多

く１，３２１千トン（３６．５％）、次いで動物のふ
ん尿１，２３６千トン（３４．１％）、がれき類６１９
千トン（１７．１％）、廃酸８９千トン（２．５％）、
木くず８５千トン（２．３％）の順になってお
り、この５種類で３，３４９千トン（９２．４％）
となっている。

エ 産業廃棄物の処理状況
産業廃棄物の処理状況は、中間処理によ
り１，６５１千トン（４５．６％）が減量化されて
おり、また、１，７２０千トン（４７．５％）が資
源化・再生利用されている。残りの２５１千
トン（６．９％）は最終処分されている。

� 産業廃棄物処理対策

ア 産業廃棄物処理体制の強化
産業廃棄物の不法投棄や不適正な処理を
防止し、生活環境を保全するためには、監
視指導を強化するとともに処理体制を整備
する必要があり、行政と業界が一体となっ
て、産業廃棄物排出事業者及び処理業者に
おける処理体制を強化し、施設の整備を促
進している。
産業廃棄物処理業者については、業者の
技術の向上を図るとともに、産業廃棄物の
適正な処理の促進を目的として、平成元年
８月に発足した「大分県産業廃棄物処理業
協会」が、平成３年７月に社団法人化した。
産業廃棄物排出事業者の組織化について
は、適正処理の推進及び資源化・再生利用
の促進に関し、研修、調査研究、情報交換
等を行うことを目的として、平成２年９月
に「大分県環境保全協議会」が発足した。
また、産業廃棄物処理施設については、
民間による産業廃棄物最終処分場等が、地
域住民の理解を得にくいなどの理由から、
その設置が困難となってきたため、公共関
与により適正処理に必要な最終処分場等を
整備することが進められた。関係市町村を
はじめ、大分県環境保全協議会などの民間
業者にも出捐を求めて、平成４年１２月に「財
団法人大分県環境保全センター」が設立さ

年度 販売（個） 回収（個） 回収率 備 考

１０ ４３３，９６０ ３８５，１７０ ８８．８

１１ ３９９，２５０ ３７０，６５０ ９２．８

１２ ３８６，８１０ ３５６，１１５ ９２．１

１３ ３３７，５５０ ３１４，４７８ ９３．２

１４ ３１３，３３０ ２９３，６８９ ９３．７

１５ ２８５，８４０ ２５７，５４６ ９０．１

累計 ７，３８１，５１６ ６，６４７，８２０ ９０．１ 昭和５９年からの累計

表２－２－５－２ｉ デポジット回収状況
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れ、平成５年３月に厚生大臣から廃棄物処
理法に規定する廃棄物処理センターに指定
された。
この（財）大分県環境保全センターに、平

成６年１１月に破砕プラント、平成７年９月
に再生アスファルト合材プラントを設置し、
大分建設資材再生プラントとして建設副産
物のリサイクルを実施している。

イ 産業廃棄物の適正処理の推進
産業廃棄物や産業廃棄物処理施設に対す

る住民の不安を解消し、処理業者などに対
する不信感を払拭するするためには産業廃
棄物を適正に処理することが不可欠である。
しかしながら、県内の不法投棄件数を見

ると平成１５年度は７５件、苦情処理件数は１１３
件と苦情処理件数が前年度に比べ約１．２倍
と増加するなど、不法投棄や不適正処理は
跡を絶たない状況にある。
この原因としては、処理施設の慢性的な

不足、不適正な処理料金の設定、排出事業
者や処理業者のモラルの欠如等が考えられ
る。
このような不法投棄や不適正処理が地域

住民の不安や不信感を増幅させ、ひいては、
新たな処理施設の設置を妨げる要因ともな
っている。
このため、県では、排出事業者や処理業

者に対する指導監督を強化し、適正処理を
推進するため、平成１０年度から産業廃棄物
監視員を倍増して５班１０名体制で配置し、
定期的に監視を行っている。また、不法投
棄等を防止するため、県、警察本部、関係
業界等により構成する「不法処理防止連絡
協議会」を各保健所単位に設置するほか、
ヘリコプターによるスカイパトロールの実
施、休日等における県民からの情報提供に
対応するために不法投棄１１０番（０９７－５３８
－５３０４）の設置、休日・夜間パトロールの
実施など対策を強化している。

�ア 最終処分場対策
最終処分場については、従来、埋立地

の面積が、管理型については１，０００㎡以
上、安定型については３，０００㎡以上のも
のが許可対象施設であったが、廃棄物処
理法施行令の改正により、平成９年１２月
以降設置される施設については、面積に
かかわらず全て許可対象施設とされるこ
ととなった。また、最終処分場の技術上
の基準を定める命令（いわゆる共同命
令）が平成１０年６月に改正され、施設設
置者に対して排出水及び周辺地下水の水

質検査の実施、安定型廃棄物以外の廃棄
物の混入を防止するための展開検査の実
施などが義務づけられた。
県においては、最終処分場の設置者に
対する講習会を開催して、その周知徹底
を図るとともに、最終処分場の面積等の
測量調査及び排出水等の水質検査を実施
して実態を把握し、適正な維持管理の指
導に努めている。
最終処分場の水質検査は、２６の処分場
について放流水１箇所、浸透水１６箇所及
び地下水２４箇所の調査を実施した。
調査結果については、放流水３７項目、

浸透水２９項目及び地下水２５項目の調査を
実施し、すべての最終処分場で基準を超
過した項目はなかった。

�イ 焼却施設
焼却施設については、平成９年度の「廃
棄物処理法」の改正による施設の構造及
び維持管理の規制強化とともに、「ダイ
オキシン類対策特別措置法」が平成１１年
１月１５日に施行され、対象施設での排ガ
ス、集じん灰及び焼却灰の測定が義務付
けられた。
設置者に義務付けられている排ガス中
のダイオキシン類濃度は、基準値を超え
る施設はなかった。

ウ 廃棄物処理計画
循環型社会を実現するため、廃棄物の減
量化を促進し、安全で適正に廃棄物を処理
することができるような体制を整備するこ
とが大きな課題となっている一方、廃棄物
を取り巻く状況は、適正処理するための施
設の整備が進まず、悪質な不法投棄等の不
適正処分が跡を絶たないなど極めて厳しい
状況となっている。
本県では、産業廃棄物の適正処理を推進
するため、廃棄物処理法の規定に基づき昭
和５０年に第１次の「大分県産業廃棄物処理
基本計画」を策定し、以後、昭和６１年、平
成３年、平成８年と４次にわたり計画を改
定し、産業廃棄物の基本方針として、これ
に基づいて、各種の施策を行ってきたとこ
ろであるが、平成１２年に廃棄物の減量及び
適正処理に関する施策を総合的かつ計画的
に推進するため、廃棄物処理法が改正され、
一般廃棄物を含めた廃棄物全般に関する処
理計画を策定することが必要となり、平成
１３年度に現行の廃棄物処理計画を策定した。
この計画では、平成１７年度までの５カ年

を計画期間としているが、環境大臣が平成
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１３年５月に定めた基本方針及び「おおいた
新世紀創造計画」で定められた目標を踏ま
えて、平成２２年度を見通した目標数値を設
定するとともに、次の施策を体系的に推進
することとしている。

①発生抑制
②再使用、再生利用、熱回収の促進
③適正な処理・処分体制の確保
④不適正処理処分の防止と生活環境保全上
の支障の除去
⑤情報公開と相互理解の推進

処理施設の種類 規 模 施設数

汚泥の脱水施設 １０�／日を超えるもの ６５（４２）

汚泥の乾燥施設
１０�／日を超えるもの
（天日乾燥施設にあっては１００�／日）

８（ ３）

汚泥の焼却施設 ５�／日を超えるもの １０（ ５）

廃油の油水分離施設 １０�／日を超えるもの ５（ ３）

廃油の焼却施設 １�／日を超えるもの ７（ ２）

廃酸・廃アルカリの中和施設 ５０�／日を超えるもの ８（ ３）

廃プラスチック類の破砕施設 ５ｔ／日を超えるもの ６（ ３）

廃プラスチック類の焼却施設 ０．１ｔ／日を超えるもの １０（ ５）

木くずまたはがれき類の破砕施設 １３４（４４）

汚泥のコンクリート固型化施設 １（ １）

その他の産業廃棄物の焼却施設 ２０（ ９）

最終処分場

し ゃ 断 型 有害物質を含むもの －

安 定 型
廃プラスチック類、ゴムくず、金属くず、ガラス陶磁
器くず、がれき類の埋立処分地で３，０００㎡以上のもの

３１（１４）

管 理 型
その他（上記以外）の埋立処分地で、１，０００㎡以上のも
の

１０（ ８）

計 ３１５（１４２）

産業廃棄物処理施設の設置数と能力 （平成１６年３月現在）
（ ）内は大分市所管分で内数

注：法第１５条第１項の許可対象となる施設で、法（平成３年法律第９５号）附則第５条第１項の規定により、許可を受けた
とみなされる施設を含む。なお、同一施設であって２種類以上に該当する場合は、それぞれの施設数に計上している。
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処理施設の種類 規 模
年 度

４ ５ ６ ７ ８ ９ １０ １１ １２ １３ １４ １５

汚 泥 の 脱 水 施 設 １０�／日を超えるもの ５０ ５０ ５０ ４６ ４８ ５３ ４４ ５３ ５４ ６５ ６６ ６５

汚 泥 の 乾 燥 施 設
１０�／日を超えるもの
（天日乾燥施設１００�／日）

７ ７ ７ ６ ７ ７ ６ ８ ９ ９ ８ ８

汚 泥 の 焼 却 施 設 ５�／日を超えるもの １０ １０ １０ １１ ８ ９ ９ １１ １１ １０ １０ １０

廃油の油水分離施設 １０�／日を超えるもの ６ ６ ６ ８ ８ ７ ５ ５ ４ ４ ４ ５

廃 油 の 焼 却 施 設 １�／日を超えるもの ３ ３ ３ ５ ５ １０ ９ ９ ７ ７ ７ ７

廃酸・廃アルカリの
中 和 施 設

５０�／日を超えるもの １１ １１ １１ １１ １０ ９ ７ ７ ７ ８ ８ ８

廃プラスチック類の
破 砕 施 設

５ｔ／日を超えるもの ８ ８ １０ ５ ５ ５ ４ ４ ４ ５ ６ ６

廃プラスチック類の
焼 却 施 設

０．１ｔ／日を超えるもの ２６ ２７ ２７ ２５ ２２ ２３ １８ １８ １５ １４ １０ １０

木くず又はがれき類の
破 砕 施 設

５ｔ／日を超えるもの １１６１２１１３４

有害物質を含む汚泥の
コンクリート固型化施設

３ ３ ３ ３ ３ ３ ２ ２ ２ １ １ １

汚泥、廃酸又は廃アルカ
リに含まれるシアン化合
物 の 分 解 施 設

３ ３ ３ ３ ３ ３ １ １ ０ ０ ０ ０

その他の産業廃棄物の
焼 却 施 設

１ １ ２ ３ ２ ３５ ３５ ４７ ３４ ２７ ２１ ２０

最 終 処 理 場

しゃ断型 ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０

安定型（３，０００㎡以上） ３０ ３０ ３４ ３２ ３２ ３１ ３４ ３５ ３６ ３２ ３２ ３１

管理型（１，０００㎡以上） ９ ９ ９ １０ １０ １４ １２ １３ １３ １０ １０ １０

計 １６７１６８１７５１６８１６３２０９１８６２１３１９６３０８３０４３１５

区 分
産 業 廃 棄 物 特別管理産業廃棄物

合計収集
運搬

中間
処理

最終
処分

中間
最終

小計
収集
運搬

中間
処理

最終
処分

中間
最終

小計

大分県知事許可 １，８６９ １３７ １７ ２８ ２，０５１ １４９ ９ ０ ０ １５８ ２，２０９

大 分 市 長 許 可 ９３３ ８４ ４ ７ １，０２８ １０６ ６ ０ １ １１３ １，１４１

合 計 ２，８０２ ２２１ ２１ ３５ ３，０７９ ２５５ １５ ０ １ ２７１ ３，３５０

産業廃棄物処理施設設置数の年度別推移

産業廃棄物処理業及び特別管理産業廃棄物処理業の許可件数 （平成１５年度末）
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不 法 投 棄 件 数 苦 情 処 理 件 数
Ｈ１１ Ｈ１２ Ｈ１３ Ｈ１４ Ｈ１５ Ｈ１１ Ｈ１２ Ｈ１３ Ｈ１４ Ｈ１５

燃 え 殻 ２ ２ ２ ３ ３ １ ２ ２ １
汚 泥 １ ２ ２ ２ ２ １ １
廃 油 ７ １ ８ ８ ２
廃 酸 １
廃 ア ル カ リ １ １
廃プラスチック類 １１ １５ １２ ４７ ３６ ２２ １５ ２１
紙 く ず １ １ ９ ３ １０
木 く ず ３７ ３９ １４ ２０ ３８ ７４ ８７ ４６ ５２ ４３
繊 維 く ず １ １ １ ２ ２ １ ２
動 植 物 性 残 さ １ ３ ２ ３ ２
ゴ ム く ず ２ １ １ ４ ２ ２
金 属 く ず ８ ７ １２ １６ １０ ８ ３ ２０ ５ １１
ガ ラ ス く ず 等 １６ １２ ６ １６ １０ ９ ４ ２ ７ ８
鉱 さ い １
が れ き 類 ７３ ４６ １０ １５ ８ ４２ ２８ １２ ５ ６
家 畜 ふ ん 尿 ５ １３ ２３ ８ １
家 畜 の 死 体 １ １ １ １
ば い じ ん
そ の 他 ６ １ ４ ２ ３ ３５ １０ １０ ４ ８
合 計 １６２ １３６ ６５ ７４ ７５ ２４７ ２１４ １３５ ９６ １１３

不 法 投 棄 件 数 苦 情 処 理 件 数
Ｈ１１ Ｈ１２ Ｈ１３ Ｈ１４ Ｈ１５ Ｈ１１ Ｈ１２ Ｈ１３ Ｈ１４ Ｈ１５

国 東 地 域 ２ ７ ２ ４ ３ １７ ９ ６ ６ ３
大 分 中 央 地 域 ４０ ４６ １２ ３０ ２０ ７０ ５８ ２３ ２１ ４０
県 南 地 域 ２８ ５ ８ ７ １２ ６ ８ ６ ５ ４
大 野 地 域 １４ ８ ８ ６ １０ ３ ２１ ８ ６ １１
日 田 玖 珠 地 域 １５ ３１ ７ ７ ６ １６ ４５ ２３ ２１ １７
県 北 地 域 ６３ ３９ ２８ ２０ ２４ １３５ ７３ ６９ ３７ ３８
合 計 １６２ １３６ ６５ ７４ ７５ ２４７ ２１４ １３５ ９６ １１３

産業廃棄物種類別の不法投棄件数及び苦情処理件数（過去５年間）

地域別産業廃棄物の不法投棄件数及び苦情処理件数（過去５年間）

※ 国東＝国東／大分中央＝中央・日出・大分郡／県南＝臼杵・佐伯／大野＝三重・竹田／日田玖珠＝日田・玖珠／
県北＝中津・宇佐・高田
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